
主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
四
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

―
韓
国
刑
法
三
三
条
を
中
心
に
―

呉

　

貞

勇

　
（
一
四
七
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
身
分
の
概
念

　

1
．
日
本
刑
法
六
五
条
に
お
け
る
身
分
概
念

　
　

⑴　

判
例
に
お
け
る
身
分
概
念

　
　

⑵　

学
説
の
状
況

　

2
．
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
に
お
け
る
身
分
概
念

　
　

⑴　
「
特
別
な
人
的
要
素
」
の
内
容

　
　

⑵　

ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
と
一
四
条
と
の
関
係

　
　

⑶　
「
特
別
な
人
的
要
素
」
の
適
用
基
準

Ⅲ
．
身
分
の
継
続
性
の
要
件
と
非
継
続
的
・
心
理
的
要
素
の
身
分
性
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1
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
判
例

　
　

⑴　

学
説
の
展
開

　
　

⑵　

判
例
の
検
討

　

2
．
日
本
に
お
け
る
学
説
・
判
例

　
　

⑴　

判
例
の
検
討

　
　

⑵　

学
説
の
状
況

　

3
．
韓
国
に
お
け
る
学
説
・
判
例

　
　

⑴　

学
説
の
状
況

　
　

⑵　

判
例
の
検
討

Ⅳ
．
身
分
の
「
行
為
者
関
連
性
」
と
「
目
的
」

　

1
．
行
為
無
価
値
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素

　

2
．
行
為
関
連
要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失
・
目
的

　
　

⑴　

行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値

　
　

⑵　

韓
国
刑
法
三
三
条
に
お
け
る
身
分
と
関
連
す
る
「
行
為
者
関
連
性
」

　
　

⑶　

ド
イ
ツ
の
人
的
不
法
論
に
お
け
る
「
行
為
関
連
的
」
の
意
味

　

3
．
正
犯
標
識
と
し
て
の
目
的

Ⅴ
．
終
わ
り
に

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

身
分
犯
に
お
い
て
中
核
的
な
標
識
は
身
分
関
係
で
あ
る
。
本
来
、
身
分
と
は
中
世
封
建
社
会
に
お
い
て
各
々
の
構
成
員
が
持
っ
て
い
る
階

　
（
一
四
八
）
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層
あ
る
い
は
階
級
を
表
わ
す
標
識
で
あ
っ
た
が
、
市
民
法
治
社
会
以
後
の
身
分
関
係
は
従
来
の
階
級
社
会
で
使
わ
れ
た
意
味
を
超
え
、
新
た

な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
身
分
関
係
の
概
念
は
刑
法
の
領
域
で
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
意
味
内
容
を
広
げ
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
刑
法
の
任
務
で
あ
る
法
益
保
護
に
尽
く
す
た
め
で
も
あ
る
。

　

韓
国
刑
法
三
三
条
は
「
共
犯
と
身
分
」
と
い
う
身
分
犯
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、「
身
分
関
係
」
自
体
に
対
し
て
は
何
の
定
義

も
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
身
分
関
係
の
概
念
に
対
し
て
は
三
三
条
の
規
定
を
根
拠
と
し
、
理
論
的
に
そ
の
概
念
を
確
立
す
る
し
か
な
い
の
で

あ
る
。
身
分
の
定
義
に
関
し
て
韓
国
刑
法
三
三
条
に
お
け
る
身
分
と
は
、「
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
区
別
、
親
族
の
関
係
、
公
務
員
た

る
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
な
ら
ず
、
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状
態
」
を
指
称
す
る
も
の

で
あ
る
と
す
る（

1
）の

が
通
説
で
あ
り 
、
ま
た
韓
国
判
例
も
同
様
の
立
場（

2
）を

と
っ
て
い
る
。
身
分
概
念
に
つ
い
て
通
説
と
判
例
が
こ
の
よ
う
な

立
場
を
と
っ
た
の
は
、
日
本
刑
法
に
お
け
る
身
分
概
念
を
受
け
容
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
近
時
で
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
で
の
身
分
概
念
を
受
け
容
れ
、
身
分
と
は
特
別
な
人
的
要
素
と
し
て
、「
特
別
な
人
的
性
質
」、「
特

別
な
人
的
関
係
」、「
特
別
な
人
的
状
態
」
と
い
う
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

3
）。

け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
一
項

が
刑
の
必
要
的
減
軽
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
に
対
し
、
韓
国
刑
法
三
三
条
は
非
身
分
者
に
真
正
身
分
犯
の
共
同
正
犯
ま
で
の
成
立
が
可
能

と
な
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
身
分
関
係
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
拡
張
す
る
の
は
、
非
身
分
者
の
処
罰
を
拡
張
す
る
と

い
う
問
題
点
が
あ
り
、
そ
の
た
め
韓
国
刑
法
三
三
条
で
い
う
「
身
分
関
係
」
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
適
切
な
適
用
基
準
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
は
、
比
較
法
的
に
日
本
刑
法
六
五
条
と
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
に
お
け
る
身
分
概
念
が
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
身
分
概
念
に
つ
い
て
諸
外
国
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
し
て
い
る
か
を
検
討
し
な
が
ら
、
韓
国
刑
法
上
で
の
身
分
概

念
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
一
四
九
）
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Ⅱ
．
身
分
の
概
念

1
．
日
本
刑
法
六
五
条
に
お
け
る
身
分
概
念

⑴
　
判
例
に
お
け
る
身
分
概
念

　

日
本
刑
法
六
五
条
に
お
け
る
身
分
の
一
般
的
意
義
に
関
し
て
日
本
判
例
は
、
大
審
院
判
例
に
よ
り
、「
刑
法
第
六
十
五
条
ニ
所
謂
身
分
ト

ハ
必
ス
シ
モ
論
旨
ノ
如
ク
男
女
ノ
性
、
内
外
国
人
ノ
別
、
親
族
ノ
関
係
、
公
務
員
タ
ル
ノ
資
格
ノ
如
キ
関
係
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス
汎
ク
一
定
ノ
犯

罪
行
為
ニ
関
ス
ル
犯
人
ノ
人
的
関
係
タ
ル
特
殊
ノ
地
位
又
ハ
状
態
ヲ
指
称
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
故
ニ
刑
法
第
二
百
五
十
二
条
及
第
二
百
五
十
三
条

ニ
於
テ
ハ
横
領
罪
ノ
目
的
物
ニ
対
ス
ル
犯
人
ノ
関
係
カ
占
有
又
ハ
業
務
上
ノ
占
有
ナ
ル
特
殊
ノ
状
態
ニ
在
ル
コ
ト
即
チ
犯
人
カ
物
ノ
占
有
者

又
ハ
業
務
上
ノ
占
有
者
タ
ル
特
殊
ノ
地
位
ニ
在
ル
コ
ト
カ
各
犯
罪
ノ
条
件
ヲ
成
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
刑
法
第
六
十
五
条
ニ
所
謂
身
分
ニ
該
ル
モ
ノ

ト
ス（

4
）」

と
判
示
し
て
以
来
、
最
高
裁
判
所
判
例
に
お
い
て
も
上
記
の
趣
旨
が
そ
の
ま
ま
承
継
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
被
告
人
Ｘ
が
経
済

事
犯
の
も
み
消
し
料
名
義
で
預
か
り
保
管
中
の
金
銭
を
、
被
告
人
Ｙ
と
共
に
消
費
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
上
記
の
大
審
院
判
決
を
援

用
し
、「
刑
法
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
身
分
は
、
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関
係
、
公
務
員
た
る
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
に

限
ら
ず
、
総
て
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状
態
を
指
称
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
二
五
二

条
に
お
い
て
は
、
横
領
罪
の
目
的
物
に
対
す
る
犯
人
の
関
係
が
占
有
と
い
う
特
殊
の
状
態
に
あ
る
こ
と
、
即
ち
犯
人
が
物
の
占
有
者
で
あ
る

特
殊
の
地
位
に
あ
る
こ
と
が
犯
人
の
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
身
分
に
該
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
5
）」

と
判
示
し
て
い
る
。

　

判
例
は
こ
の
よ
う
に
身
分
に
つ
い
て
一
般
的
定
義
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
身
分
概
念
は
刑
法
六
五
条
一
項
だ
け
で
な
く
、
二
項
で
の
身
分

に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
虚
偽
公
文
書
作
成
罪
（
刑
法
一
五
六
条
）
に
お
け

　
（
一
五
〇
）
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る
「
公
務
員（

6
）」、

偽
証
罪
（
刑
法
一
六
九
条
）
に
お
け
る
「
法
律
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人（

7
）」、

重
婚
罪
（
刑
法
一
八
四
条
）
に
お
け
る
「
配
偶

者
の
あ
る
者（

8
）」、

収
賄
罪
（
刑
法
一
九
七
条
以
下
）
に
お
け
る
「
公
務
員（

9
）」、

背
任
罪
（
刑
法
二
四
七
条
）
に
お
け
る
「
他
人
の
た
め
に
そ
の

事
務
を
処
理
す
る
者（

10
）」、

横
領
罪
（
刑
法
二
五
二
条
一
項
）
に
お
け
る
「
他
人
の
物
の
占
有
者（

11
）」、

業
務
上
横
領
罪
（
刑
法
二
五
三
条
）
に
お

け
る
「
業
務
上
他
人
の
物
を
占
有
す
る（

12
）者（
13
）」

な
ど
が
、
刑
法
六
五
条
一
項
の
い
わ
ゆ
る
構
成
的
身
分
に
該
当
し
、
六
五
条
二
項
の
い
わ
ゆ
る

加
減
的
身
分
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
尊
属
殺
人
罪
（
旧
刑
法
二
〇
〇
条
）
に
お
け
る
「
直
系
卑
属
た
る
こ
と（

14
）」、

常
習
賭
博
罪
（
刑

法
一
八
六
条
一
項
）
に
お
け
る
「
常
習
者（

15
）」、

業
務
上
堕
胎
罪
（
刑
法
二
一
四
条
）
に
お
け
る
「
医
師（

16
）」、

業
務
上
横
領
罪
（
刑
法
二
五
三
条
）

に
お
け
る
「
他
人
の
物
を
業
務
上
占
有
し
て
い
る
者（

17
）」

な
ど
が
あ
る
。

　

判
例
に
お
い
て
は
六
五
条
一
項
と
二
項
の
身
分
概
念
を
別
異
に
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
も
判
例
と

同
様
に
統
一
的
に
解
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
次
は
学
説
の
動
向
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　
学
説
の
状
況

　

学
説
に
お
い
て
は
、
上
記
の
判
例
の
立
場
に
基
本
的
に
従
っ
て
き
た
の
が
通
説
で
あ
る（

18
）。

判
例
と
通
説
は
六
五
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
身

分
を
同
義
に
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
反
対
説
も
あ
る
。
判
例
と
通
説
が
身
分
概
念
を
六
五
条
一
項
と
二
項
に
共
通
す
る
概
念
と
し

て
捉
え
る
の
に
対
し
、
反
対
説
は
六
五
条
一
項
の
身
分
と
二
項
の
身
分
と
を
別
異
に
す
る
捉
え
方
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

六
五
条
一
項
の
身
分
は
、
収
賄
罪
に
お
け
る
「
公
務
員
」
と
か
、
背
任
罪
の
「
他
人
の
た
め
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
者
」、
偽
証
罪
の
「
法

律
に
よ
り
宣
誓
し
た
る
証
人
」
な
ど
の
よ
う
に
、
社
会
的
・
法
律
的
等
の
人
的
関
係
に
お
い
て
特
定
の
義
務
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
地
位
又

は
資
格
を
要
し
、
単
な
る
犯
罪
の
常
習
性
や
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
の
よ
う
な
行
為
者
の
永
続
的
又
は
一
時
的
な
心
理
状
態
を
含
ま
な
い

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
二
項
の
身
分
は
「
刑
の
加
重
・
減
軽
の
原
因
に
よ
っ
て
刑
が
加
重
せ
ら
れ
る
場
合
と
か
、
そ
の
他
、
身
分
に
よ

　
（
一
五
一
）
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っ
て
刑
が
減
軽
せ
ら
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
刑
の
加
重
・
減
軽
の
原
因
た
る
地
位
・
資
格
・
状
態
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
判
例
に
よ
っ
て
定
義
せ
ら
れ
た
身
分
の
概
念
は
、
二
項
の
意
味
に
お
け
る
「
身
分
」
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い

と
す
る
の
で
あ
る（

19
）。

　

こ
の
よ
う
な
反
対
説
は
、
身
分
犯
を
「
狭
義
の
、
又
は
純
正
身
分
犯
」
と
「
広
義
の
、
又
は
不
純
正
身
分
犯
」
に
区
別
し
、
純
正
身
分
犯

と
は
、
収
賄
罪
と
か
偽
証
罪
と
か
背
任
罪
の
よ
う
に
構
成
要
件
に
規
定
し
た
犯
罪
の
主
体
が
一
定
の
身
分
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
、
純
正
身
分
犯
の
本
質
は
一
定
の
身
分
あ
る
者
が
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
一
定
の
義
務
を
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
り
、
刑
法
六

五
条
一
項
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
身
分
犯
は
純
正
身
分
犯
で
あ
る
と
す
る（

20
）。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
反
対
説
に
よ
れ
ば
、
刑
法
六
五
条
一
項
の
身
分
は
継
続
性
を
要
求
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
継
続
性
を
要
す

る
の
か
否
か
の
問
題
は
日
本
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
代
表
的
で
あ
る
も
の
が
営
利
拐
取
罪
に
お
け
る
営
利
の

目
的
な
ど
の
目
的
が
身
分
に
当
た
る
か
否
か
で
あ
る
。
学
説
上
、
肯
定
説
と
否
定
説
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
立
の
基
礎
に
あ
る

の
は
、
一
時
的
な
心
理
状
態
も
身
分
に
含
ま
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
身
分
と
い
う
た
め
に
は
多
少
の
継
続
性
を
要
す
る
の
か
と
い
う
考
え
方

の
違
い
で
あ
る（

21
）。

身
分
概
念
に
は
継
続
性
を
要
し
な
い
か
ら
一
時
的
な
心
理
状
態
で
あ
る
「
目
的
」
も
「
身
分
」
に
当
た
る
と
い
う
の
が
日

本
の
通
説
で
あ
る（

22
）が

、
判
例
に
お
い
て
は
、
身
分
と
い
え
る
た
め
に
は
多
少
の
継
続
性
を
要
す
る
か
ら
、
営
利
拐
取
罪
に
お
け
る
「
営
利
目

的
」
の
よ
う
な
一
時
的
・
心
理
的
な
要
素
は
日
本
刑
法
六
五
条
に
お
け
る
「
身
分
」
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
判
例（

23
）が

あ
る
ほ
か
、
麻
薬
及
び

向
精
神
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の
「
営
利
の
目
的
」
は
、
刑
法
六
五
条
で
い
う
「
身
分
」
で
あ
る
と
す
る
判
例（

24
）も

あ
る
な
ど
、
判
例
が
全
面

的
に
肯
定
説
に
た
っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
部
分
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
身
分
概
念
に
継
続
性
を
要
す
る
の
か
否
か
の
問
題
は
、
身
分
の
意
義
を
め
ぐ
る
争
い
の
中
で
中
核
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、

特
に
目
的
犯
に
お
け
る
「
目
的
」
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
と
身
分
と
で
深
い
関
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
検
討
す

　
（
一
五
二
）
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る
こ
と
に
し
、
次
は
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
身
分
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
に
お
け
る
身
分
概
念

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
は
身
分
に
つ
い
て
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
り
、
韓
国
刑
法
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
身
分

概
念
を
刑
法
上
の
身
分
概
念
と
し
て
使
う
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
韓
国
刑
法
三
三
条
は
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
と
は
異
な
っ
て
、
非
身
分
者

の
共
同
正
犯
成
立
ま
で
認
め
る
明
文
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
非
身
分
者
で
あ
る
共
犯
に
刑
の
必
要
的

な
減
軽
を
認
め
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
に
鑑
み
る
と
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
概
念
を
韓
国
刑
法
上
で

の
身
分
概
念
と
し
て
援
用
す
る
に
先
立
っ
て
、「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑴
　「
特
別
な
人
的
要
素
」
の
内
容

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
は
、
身
分
と
は
「
特
別
な
人
的
要
素
」（besondere persönliche M

erkm
ale

）
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
刑
法

二
八
条
の
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
概
念
は
同
法
一
四
条
一
項（

25
）に

定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
同
法
一
四
条
は
法
人
に
当
該
刑
罰
法
規
上
、

要
求
さ
れ
る
特
別
な
人
的
要
素
が
存
在
す
る
場
合
に
、
特
別
な
人
的
要
素
が
な
い
自
然
人
に
対
し
て
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法

人
の
各
種
の
違
反
行
為
を
規
制
し
て
刑
事
処
罰
を
拡
張
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る（

26
）。

ド
イ
ツ
刑
法
の
条
文
編
制
を
見
る
と
、
身
分
関
係
に
関

す
る
規
定
が
先
に
あ
り
（
一
四
条
）、
共
犯
と
身
分
に
関
す
る
規
定
は
後
に
位
置
し
て
い
る
（
二
八
条
）。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、

ド
イ
ツ
刑
法
一
四
で
身
分
関
係
に
つ
い
て
「
特
別
な
人
的
性
質
」（besondere persönliche E

igenschaften

）、「
特
別
な
人
的
関
係
」

（besondere persönliche V
erhältnisse

）、「
特
別
な
人
的
状
態
」（besondere persönliche U

m
stände

）
と
定
義
し
、
後
で
同
法
二

八
条
で
は
一
四
条
を
指
示
し
な
が
ら
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。

　
（
一
五
三
）
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「
特
別
な
人
的
性
質
」（besondere persönliche E

igenschaften

）
と
は
、
人
間
の
人
格
と
不
可
分
的
に
結
び
つ
い
た
精
神
的
・
身
体
的
・

法
律
的
要
素
を
い
う
の
で
あ
り
、
男
女
の
性
、
年
齢
、
親
族
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る（

27
）。「

特
別
な
人
的
関
係
」（besondere persönliche 

V
erhältnisse

）
と
は
、
人
が
自
分
以
外
の
他
人
、
あ
る
い
は
物
、
国
家
制
度
と
の
外
部
的
な
関
連
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
公
務
担
当
者
・

裁
判
官
・
医
師
・
軍
人
な
ど
の
よ
う
な
資
格
、
横
領
罪
に
お
い
て
の
「
他
人
と
の
委
託
関
係
」
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る（

28
）。

ま
た
、「
特

別
な
人
的
状
態
」（besondere persönliche U

m
stände

）
は
、
一
九
六
八
年
改
正
当
時
に
追
加
し
た
標
識
と
し
て
、
従
来
の
「
特
別
な

人
的
性
質
」
と
「
特
別
な
人
的
関
係
」
の
標
識
が
多
少
の
継
続
性
を
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
時
的
な
事
由
に
対
し
て
は
特
別
な
人
的
性

質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
採
択
し
た
も
の
で
あ
る（

29
）。

こ
の
よ
う
な
「
人
的
状
態
」
は
人
的
性
質

や
人
的
関
係
を
除
外
し
た
す
べ
て
の
要
素
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
は
営
業
性
、
常
習
性
、
妊
婦
の
よ
う
な
継
続
性
が
あ

る
場
合
だ
け
で
な
く
、
犯
行
動
機
や
心
情
な
ど
の
よ
う
な
行
為
者
の
特
殊
の
心
理
的
・
一
時
的
な
主
観
的
要
素
も
含
む（

30
）。

後
者
の
例
と
し
て

は
、
ド
イ
ツ
刑
法
九
〇
条
ａ
（
国
家
及
び
国
家
の
象
徴
に
対
す
る
侮
辱
罪
）
に
お
け
る
「
悪
意
」（B

ösw
illigkeit

）
や
刑
法
二
四
条
（
中

止
未
遂
）
に
お
け
る
「
任
意
性
」（F

reiw
illigkeit

）
な
ど
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
主
観
的
な
要
素
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

⑵
　
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
と
一
四
条
と
の
関
係

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
一
項
は
必
要
的
減
軽
を
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
四
条
で
の
「
人
的
要
素
」
は
刑
罰
を
拡
張
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る（

31
）。「

特
別
な
人
的
状
態
」
が
二
八
条
一
項
で
は
大
き
な
働
き
を
す
る
の
に
対
し
、
刑
法
上
の
代
理
人
又

は
代
表
権
を
規
定
し
て
い
る
一
四
条
の
場
合
に
は
、
自
然
人
又
は
法
人
本
人
は
自
ら
の
行
為
よ
っ
て
具
体
的
犯
罪
に
関
与
し
な
い
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
「
状
態
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
四
条
一
項
で
い
う
「
代
理
人
に
は
存
在
し
な
い
が
、
本
人
の
み

に
存
在
す
る
場
合
」
と
い
う
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
的
要
素
が
行
為
者
本
人
に
限
ら
れ
た
と
い
う
前
提
状
況
が
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

　
（
一
五
四
）
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あ
る
。
こ
れ
は
「
人
的
性
質
お
よ
び
人
的
関
係
」
に
お
い
て
も
現
わ
れ
る
。

　

H
erzberg

は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
八
条
（
強
制
執
行
妨
害
罪
）
に
お
い
て
強
制
執
行
債
務
者
お
よ
び
財
産
所
有
者
の
地
位
を
二
八
条
一

項
に
お
け
る
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
し
て
解
さ
ず
、
誰
に
で
も
存
在
可
能
な
価
値
中
立
的
な
人
的
要
素
と
し
て
捉
え
、
共
犯
に
そ
の
よ
う

な
要
素
が
存
在
し
な
く
て
も
二
八
条
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
処
罰
が
緩
和
さ
れ
な
い
が
、
強
制
執
行
に
直
面
し
た
会
社
の
代
表
者
が
会

社
債
権
者
の
債
権
実
現
を
妨
害
す
る
た
め
に
会
社
の
財
産
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、
一
四
条
の
拡
張
規
定
に
よ
っ
て
正
犯
の
「
特
別
な
人
的

要
素
」
が
代
表
機
関
に
適
用
さ
れ
処
罰
と
な
り
得
る
と
す
る（

32
）。

つ
ま
り
、
価
値
中
立
的
な
行
為
者
要
素
は
、
二
六
条
（
教
唆
犯
）
と
二
七
条

（
幇
助
犯
）
に
よ
っ
て
共
犯
に
移
る
（übergeleiten

）
よ
う
に
、
一
四
条
に
よ
っ
て
代
表
者
、
代
理
人
に
も
移
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

33
）。

　

こ
の
よ
う
に
後
者
の
作
用
方
向
は
、
む
し
ろ
二
六
条
と
二
七
条
と
一
致
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
二
八
条
と
一
四
条
の
関

係
に
お
い
て
そ
の
概
念
と
作
用
方
向
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
八
条
の
「
特
別
な
人
的
要
素
」
は
一
四
条
一
項
を
参

照
し
、「
特
別
な
人
的
﹃
性
質
﹄（E

igenschaften

）、﹃
関
係
﹄（V

erhältnisse

）、﹃
状
態
﹄（U

m
stände

）」
と
い
う
概
念
区
分
に
従
わ
れ

る
よ
う
に
し
た
の
は
立
法
上
の
誤
り
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る（

34
）。H

erzberg

は
一
四
条
で
の
決
定
的
な
基
準
は
「
価
値
中
立
性
」
で
あ
り
、

二
八
条
の
基
準
が
「
価
値
関
連
性
」
で
あ
る
と
し
て
両
者
を
区
別
し
て
い
る（

35
）。

⑶
　「
特
別
な
人
的
要
素
」
の
適
用
基
準

　

ド
イ
ツ
刑
法
上
の
「
特
別
な
人
的
要
素
」
の
中
で
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
が
適
用
さ
れ
る
特
別
な
人
的
要
素
は
「
行
為
者
関
連
的
要
素
」
に

限
ら
れ
て
お
り
、「
行
為
関
連
的
要
素
」
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
六
八
年
ド
イ
ツ
旧
刑
法
五
〇
条
の
改
正
に
よ
っ
て
、従
来
の
「
人

的
性
質
」
お
よ
び
「
人
的
関
係
」
に
「
特
別
な
人
的
状
態
」
と
い
う
新
た
な
要
素
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
目
的
」（A

bsicht

）
の

よ
う
な
主
観
的
要
素
や
、
人
的
性
質
と
人
的
関
係
を
除
外
し
た
す
べ
て
の
「
特
別
な
人
的
要
素
」
に
対
す
る
新
た
な
区
別
基
準
が
必
要
と
な

　
（
一
五
五
）
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っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
八
条
一
項
は
、「
特
別
な
人
的
要
素
」
が
存
在
し
な
い
共
犯
は
共
犯
従
属
性
に
よ
っ
て
重
く
処
罰
さ
れ

る
こ
と
を
制
限
す
る
た
め
の
趣
旨
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
「
特
別
な
人
的
要
素
」
が
存
在
し
な
い
共
犯
に
常
に
刑
を
減
軽
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
は
「
特
別
な
人
的
要
素
」
に
該
当
す
る
事
由
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
と
細
分
化
し
て
「
行
為
関

連
的
要
素
」（tatbezogene M

erkm
ale

）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
行
為
者
関
連
的
要
素
」（täterbezogene M

erkm
ale

）
な
の
か
に
よ
っ

て
そ
の
取
り
扱
い
を
異
に
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
別
な
人
的
要
素
が
客
観
的
要
素
に
関
連
す
れ
ば
そ
の
行
為
が
侵
害
し
よ
う
と
す
る

法
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
由
と
し
て
行
為
不
法
を
決
め
る
か
ら
、
共
犯
者
は
共
犯
従
属
性
の
原
則
に
よ
っ
て
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
特
別
な
人
的
要
素
」
が
内
面
的
動
機
の
よ
う
に
、
主
観
的
に
正
犯
自
身
の
み
に
関
連
す
る
と
、
責
任
個
別
化
の
原
則
に
よ
っ
て
共
犯
に
は

帰
責
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

36
）。

　

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
学
説
と
判
例
は
、
構
成
要
件
的
故
意
、
不
法
領
得
の
意
思
、
断
絶
し
た
結
果
犯
に
お
け
る
目
的
の
よ
う
に
、
行
為

そ
れ
自
体
の
要
素
と
し
て
存
在
し
つ
つ
、
行
為
無
価
値
を
増
大
し
た
り
犯
罪
実
行
形
式
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
外
的
形
状
を

構
成
す
る
要
素
は
「
行
為
関
連
的
要
素
」
で
あ
り
、
刑
法
二
一
一
条
の
謀
殺
罪
に
お
け
る
「
貪
欲
」（H

abgier

）
の
よ
う
な
殺
人
に
至
る
特

に
「
低
劣
な
動
機
」（niedrige B

ew
eggründe

）
や
隠
ぺ
い
目
的
な
ど
の
よ
う
な
行
為
者
に
よ
る
特
別
な
義
務
侵
害
と
行
為
者
に
特
に
倫

理
的
に
非
難
で
き
る
心
情
（G

esinnung

）、
又
は
行
為
者
の
人
的
危
険
性
を
表
わ
す
要
素
は
「
行
為
者
関
連
的
要
素
」
で
あ
る
と
し
て

い
る（

37
）。

　

し
た
が
っ
て
、
行
為
関
連
的
要
素
に
対
し
て
は
共
犯
従
属
性
の
原
則
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
行
為
者
関
連
的
要
素
に

対
し
て
は
刑
法
二
八
条
が
適
用
さ
れ
て
刑
事
処
罰
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
構
成
的
身
分
が
な
い
非
身
分
者
が

そ
の
身
分
犯
に
加
功
し
た
時
は
非
身
分
者
に
必
要
的
減
軽
が
適
用
さ
れ
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
は
加
重
的
身
分
犯
に
加
功
し
た
非
身
分

　
（
一
五
六
）
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者
は
通
常
の
犯
罪
の
刑
で
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の
通
説
が
二
八
条
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る

べ
き
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
み
な
す
の
は
、「
行
為
者
関
連
的
要
素
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
要
素
は
、
共
犯
従
属
性
の
原
則
に
よ
っ

て
厳
格
に
従
属
的
に
扱
わ
れ
る
「
行
為
関
連
的
要
素
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
論
者
に
よ
っ
て
は
個
々
の
点
で
様
々
に
異
論
が
あ
る
。H
erzberg

は
、
当
該
要
素
が
価
値
関
係
的
要
素
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
価
値
中
立
的
要
素
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
区
別
し
、
価
値
中
立
的
要
素
に
つ
い
て
は
刑
法
二
八
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る（

38
）。

彼
に
よ

る
と
、
行
為
者
の
行
為
動
機
が
「
自
分
の
一
身
に
存
在
す
る
か
ら
、
つ
ま
り
人
的
」
で
あ
る
か
ら
特
別
な
人
的
要
素
に
属
す
る
場
合
に
は
、

例
え
ば
詐
欺
の
場
合
に
、
不
法
領
得
意
思
も
人
的
要
素
に
当
然
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
者
が
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
不

法
領
得
意
思
は
法
益
侵
害
の
程
度
に
関
し
て
価
値
中
立
的
要
素
で
あ
る
と
す
る（

39
）。

こ
の
価
値
中
立
的
要
素
は
行
為
の
不
法
―
な
い
し
は
責
任

内
容
に
影
響
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
非
類
型
的
な
法
益
侵
害
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
に
仕
え
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
立
法
者
は
、
類
型
的
な
法
益
侵
害
の
み
を
構
成
要
件
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
て
い
な
い
、
事
例

の
不
法
―
責
任
内
容
に
は
影
響
は
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
と
す
る
の
で
あ
る（

40
）。

逆
に
価
値
関
係
的
要
素
と
は
、
関
与
者
に
と
っ
て
、
不
法

や
責
任
の
重
大
性
に
関
わ
る
よ
う
な
要
素
で
あ
っ
て
、
二
八
条
が
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
背
任
罪
（
二
二
六
条
）、
横
領
罪
（
二
四
六
条
）、

個
人
の
秘
密
侵
害
（
二
〇
三
条
）、
職
務
犯
罪
に
お
け
る
特
別
義
務
要
素
、
家
庭
内
お
よ
び
家
族
間
の
窃
盗
の
際
の
親
族
関
係
が
挙
げ
ら
れ

る（
41
）。

　

し
た
が
っ
て
、
彼
は
「
人
的
」
と
い
う
表
現
に
同
置
可
能
な
「
行
為
関
連
的
要
素
」
を
選
び
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
、
二
八
条
に

含
ま
れ
る
も
の
と
厳
格
に
従
属
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
を
限
界
付
け
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
価
値
関
係

的
要
素
と
価
値
中
立
的
要
素
に
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
価
値
中
立
的
な
人
的
要
素
は
「
人
的
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
二
八
条
の
適
用
範
囲

に
入
ら
ず
、
従
属
的
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

42
）。

　
（
一
五
七
）
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し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
立
法
者
が
一
定
の
要
素
を
犯
罪
類
型
化
に
用
い
る
場
合
、
こ
う
し
た
要
素
の
存
在
ま
た
は
欠
如
が
当

罰
性
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
価
値
中
立
的
で
は
あ
り
得
な
い（

43
）と

す
る
批
判（

44
）が

あ
る
。

Ⅲ
．
身
分
の
継
続
性
の
要
件
と
非
継
続
的
・
心
理
的
要
素
の
身
分
性

　

身
分
概
念
に
継
続
性
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
目
的
・
動
機
・
心
情
な
ど
の
よ
う
な
一
時
的
要
素
あ
る
い
は
心
理
的
要
素

は
身
分
概
念
に
含
ま
れ
得
な
く
な
る
。
一
九
六
八
年
ド
イ
ツ
刑
法
が
「
特
別
な
人
的
状
態
」
と
い
う
身
分
概
念
を
追
加
す
る
す
る
前
ま
で
は
、

同
法
五
〇
条
の
文
理
解
釈
上
、
一
時
的
・
心
理
的
要
素
は
継
続
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
行
為
者
の
「
特
別
な
人
的
性
質
・
人
的
関
係
」

に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
時
的
・
心
理
的
要
素
を
身
分
概
念
に
含
む
か
否
か
の
問
題
は
、
身
分
概

念
の
継
続
性
の
要
否
と
直
結
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
身
分
概
念
に
お
け
る
「
継
続
性
」
の
要
件
に
関
し
て
検
討
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

1
．
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
・
判
例

⑴
　
学
説
の
展
開

　

身
分
に
継
続
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
五
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
「
人
的
性
質
ま
た
は
人
的
関

係
」（persönliche E

igenschaften oder V
erhältnisse

）
と
い
う
文
言
に
関
す
る
厳
格
な
文
理
解
釈
に
由
来
す
る（

45
）。

当
時
、
こ
の
よ
う
な

厳
格
な
文
理
解
釈
は
最
も
一
般
的
で
あ
っ
て
、R

ubo

に
よ
る
定
義
に
従
い
、「persönliche E

igenschaften

」
と
は
、「
あ
る
人
間
の
本
質

に
お
け
る
状
態
」（die B

eschaffenheiten des W
esens eines M

enschen

）
で
あ
り
、「persönliche V

erhältnisse

」
と
は
、「
あ
る

　
（
一
五
八
）
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人
間
の
他
の
人
間
ま
た
は
事
物
と
の
関
係
」（die B

eziehungen eines M
enschen zu einem

 anderen M
enschen oder irgen einem

 

D
inge

）
を
意
味
す
る
と
い
う
理
解
が
一
般
化
し
た
の
で
あ
る（

46
）。

　

そ
こ
で
、
一
九
四
三
年
ド
イ
ツ
刑
法
の
部
分
改
正
前
ま
で
の
通
説
的
見
解
は
、
身
分
概
念
に
継
続
性
を
要
求
し
て
、
例
え
ば
刑
事
未
成
年

者
、
窃
盗
犯
に
お
け
る
累
犯
性
、
犯
人
隠
匿
罪
等
に
お
け
る
常
習
性
・
営
業
性
（
継
続
的
に
営
利
を
得
る
目
的
）
な
ど
も
帝
国
刑
法
五
〇
条

の
身
分
に
な
る
と
し
、「
継
続
性
の
要
件
」
を
重
要
な
判
定
基
準
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
る（

47
）。

可
罰
性
借
用
理
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
当

時
の
帝
国
刑
法
五
〇
条
は
、
日
本
刑
法
六
五
条
二
項
と
韓
国
刑
法
三
三
条
但
書
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
り
、
日
本
刑
法
六
五
条
一
項
や
韓
国

刑
法
三
三
条
本
文
の
よ
う
な
規
定
は
な
か
っ
た
た
め
、
真
正
身
分
犯
に
加
功
し
た
非
身
分
者
は
共
犯
従
属
性
の
原
則
に
従
っ
て
、
当
然
、
真

正
身
分
犯
の
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
得
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
共
犯
従
属
性
が
通
用
さ
れ
得
な
か
っ
た
同
第
五
〇
条
は
、
共
犯
従
属
性
の
原
則

の
例
外
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
同
第
五
〇
条
が
共
犯
従
属
性
の
原
則
の
例
外
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
外
規
定
に
対
し

て
は
厳
格
な
文
理
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
身
分
概
念
に
継
続
性
を
要
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

48
）。

　

し
か
し
、
帝
国
刑
法
五
〇
条
の
規
定
を
共
犯
従
属
性
の
原
則
に
対
す
る
例
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
共
犯
従
属
性
理
論
と
矛
盾

す
る
の
み
な
ら
ず
、共
犯
従
属
性
の
原
則
を
立
法
化
し
た
同
法
四
八
条
（
教
唆
犯
）
及
び
同
法
四
九
条
（
従
犯
）
に
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
同
法
五
〇
条
も
従
属
性
の
原
則
に
合
致
す
る
と
解
す
る
見
解
が
現
わ
れ
始
め
た
。
そ
の
見
解
と
し
て
、
ま
ず
、K

rug

は
、
同
法
五

〇
条
の
「
性
質
ま
た
は
関
係
」
と
い
う
表
現
は
一
般
的
な
表
現
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
行
為
者
に
個
別
的
に
作
用
す
る
事
情
は
「
性
質
ま
た
は

関
係
」
と
い
う
文
言
か
ら
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、「persönlich

」
と
い
う
表
現
か
ら
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
「
あ
る
人
間

に
固
有
の
、
ま
た
は
、
所
属
す
る
」
と
い
う
同
義
反
復
的
な
意
味
と
し
て
解
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
狭
い
意
味
、
よ
り
特
殊
な
意
味
と
し

て
「
専
ら
あ
る
人
間
に
固
有
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
用
は
す
べ
て
そ
の
人
の
み
に
及
ぼ
し
て
他
の
人
に
は
及
ぼ
さ
な
い
」
と
い
う
意
味
と
し

　
（
一
五
九
）
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て
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
五
〇
条
が
共
犯
従
属
性
理
論
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
、「
あ
る
行
為
事
情
」

（T
atum

stände

）
が
同
条
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
は
継
続
性
の
要
件
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た（

49
）。

　

ま
た
、R

edslob

も
「persönlich

」
と
は
、
個
別
的
に
作
用
す
る
と
い
う
機
能
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
五
〇
条
で
の
「
人
的
性
質

ま
た
は
人
的
関
係
」
と
い
う
文
言
は
、
本
質
的
に
「
人
的
帰
責
」（persönlich A

nrechnung

）
を
要
求
す
る
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た

行
為
要
素
で
は
な
く
、
意
思
要
素
で
あ
る
と
主
張
し
、「
目
的
」、「
予
謀
」
な
ど
の
よ
う
な
一
時
的
・
心
理
的
要
素
も
身
分
概
念
に
含
ま
れ

る
と
し
た

（
50
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
従
属
性
原
則
の
例
外
規
定
に
対
し
、
厳
格
な
文
理
解
釈
の
た
め
要
求
さ
れ
た
身
分
の
継
続
性
は
認
め
る
意
味
が
な
く
な
り
、

次
第
に
学
者
ら
の
支
持
を
得
て
一
九
四
三
年
五
月
の
刑
法
部
分
改
正
の
際
に
、
同
法
五
〇
条
一
項
に
責
任
個
別
化
の
原
則
を
明
文
化
す
る
と

共
に
、
同
条
五
〇
条
二
項
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
五
〇
条
を
「
特
別
な
人
的
性
質
ま
た
は
関
係
」（besondere persönliche 

E
igenschaften oder V

erhältnisse

）
と
修
正
す
る
に
至
っ
た
。
た
だ
、「
人
的
性
質
ま
た
は
関
係
」（persönliche E

igenschaften oder 

V
erhältnisse

）
の
文
言
は
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
継
続
性
の
要
件
を
め
ぐ
る
論
争
は
改
正
後
に
争
い
と
な
っ
た
。Sauer

は
、
改
正
さ

れ
た
五
〇
条
に
関
し
て
、
一
項
は
制
限
従
属
性
説
の
承
認
で
あ
り
、
二
項
は
責
任
原
理
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
九
四

三
年
改
正
が
旧
刑
法
五
〇
条
の
身
分
概
念
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
五
〇
条
二
項
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
継
続
性
の
要
件
を
維
持

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
但
し
、
目
的
、
心
情
、
予
謀
な
ど
の
よ
う
な
主
観
的
責
任
要
素
は
四
八
条
・
四
九
条
・
五
〇
条
一
項
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
た
制
限
従
属
性
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
個
別
作
用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

51
）。

こ
の
よ
う
なSauer

の
見
解
は
、
文
理

解
釈
に
基
づ
い
た
身
分
概
念
を
目
的
論
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
文
理
解
釈
か
ら
目
的
論
的
解
釈
へ
の
過
渡
期
を
形
成
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

52
）。

そ
し
て
、
第
二
次
大
戦
以
後
か
ら
は
、
改
正
五
〇
条
二
項
の
文
理
解
釈
に
対
抗
し
て
、「
人
的
性
質
ま
た
は
人

的
関
係
」
の
中
で
、
性
質
と
関
係
と
の
厳
格
な
概
念
的
区
別
は
不
可
能
な
だ
け
で
な
く
不
必
要
で
も
あ
る
と
い
う
見
解
が
徐
々
に
浸
透
し
、

　
（
一
六
〇
）
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つ
い
に
は
、
帝
国
刑
法
五
〇
条
の
文
理
解
釈
に
基
づ
い
た
継
続
性
の
要
件
は
理
論
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
見
の
一

致
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る（

53
）。

　

こ
の
よ
う
な
学
説
の
動
向
は
判
例
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
旧
刑
法
五
〇
条
に
関
し
て
従
来
の
帝
国
裁
判
所
は
継
続
性
を
一
貫
し
て
要
求

し
た
が
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
以
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
は
一
連
の
判
決
に
お
い
て
、
帝
国
裁
判
所
の
よ
う
な
「
継
続
的
」
と
い
う
形
式
的

区
別
で
は
な
く
、
当
該
要
素
が
、
行
為
と
行
為
者
の
中
で
、
い
ず
れ
を
よ
り
特
徴
づ
け
る
も
の
か
と
い
う
実
質
的
区
別
に
よ
っ
て
解
決
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る（

54
）。

　

学
説
の
傾
向
と
こ
の
よ
う
な
判
例
の
影
響
で
、
一
九
六
八
年
の
改
正
刑
法
五
〇
条
二
項
に
は
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
い
う
上
位
概
念
の

下
に
非
継
続
的
・
心
理
的
要
素
ま
で
含
む
「
状
態
」（U

m
tände

）
と
い
う
概
念
が
追
加
さ
れ
、
一
九
七
五
年
以
来
、
現
行
刑
法
に
継
承
さ
れ
、

現
在
の
通
説
と
判
例
は
身
分
概
念
に
継
続
性
の
要
件
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
、
目
的
、
動
機
、
心
情
の
よ
う
な
一
時
的
な
心
理
状
態
は
「
特
別
な
人
的
要
素
」
に
含
ま
れ
う
る
と
い
う

こ
と
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
一
時
的
心
理
状
態
の
よ
う
な
す
べ
て
の
主
観
的
要
素
が
特
別
な
人
的
要
素
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
は
そ
う
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
非
継
続
的
・
心
理
的
要
素
で
あ
る
「
目
的
」（A

bsicht

）
を
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て
捉
え
、
特
別
な
人
的
要
素
に
は

当
た
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
特
別
な
人
的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
を
行
為
者
関
連
的
要
素
で
あ
る
か
行
為
関
連

的
要
素
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
区
別
す
る
立
場（

55
）が

通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の
人
的
要

素
の
う
ち
、
特
別
な
人
的
要
素
と
そ
れ
以
外
の
要
素
を
区
別
す
る
基
準
を
行
為
者
関
連
性
の
有
無
に
求
め
て
い
る（

56
）。

つ
ま
り
、
通
説
と
判
例

は
心
情
（G

esinnungen

）、
傾
向
（Tendenz

）
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
も
、
一
応
概
念
上
は
人
的
要
素
と
な
り
う
る
と
は
し
な
が
ら
も
、

二
八
条
が
適
用
さ
れ
る
人
的
要
素
と
は
、
行
為
者
に
関
連
す
る
要
素
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
為
関
連
要
素
は
こ
れ
に
は
含
ま
れ
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
関
連
的
要
素
は
当
該
行
為
者
に
固
有
の
事
情
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
欠
く
共
犯
者
の
刑
が
減
軽

　
（
一
六
一
）
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さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
外
部
的
な
行
為
そ
れ
自
体
に
は
何
人
も
関
与
し
う
る
か
ら
、
行
為
関
連
的
要
素
は
他
人
に
も

完
全
に
従
属
的
・
連
帯
的
に
作
用
す
る
と
し
た
の
が
学
説
と
判
例
の
考
え
方
で
あ
る（

57
）。

要
す
る
に
、
当
該
犯
罪
要
素
が
行
為
者
に
関
連
し
て

い
る
場
合
に
は
特
別
な
人
的
要
素
に
当
た
る
が
、
行
為
に
関
連
し
て
い
る
場
合
に
は
特
別
な
人
的
要
素
に
該
当
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
構
成
要
件
的
故
意
、
不
法
領
得
意
思
、
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
の
よ
う
な
、
誰
に
で
も
存
在
し
、
行
為
不
法
を
決
め
た

り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
修
正
す
る
結
果
の
主
観
的
再
反
映
を
意
味
す
る
「
行
為
関
連
的
要
素
」
に
対
し
、
共
犯
者
は
共
犯
従
属
性
の
原
則
に

よ
っ
て
罪
責
を
負
う
の
で
あ
る
が
、
特
別
な
人
的
要
素
が
第
二
一
一
条
の
謀
殺
罪
に
お
け
る
特
に
低
劣
な
動
機
（niedrige 

B
ew

eggründe

）
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
内
面
的
な
動
機
付
け
と
い
う
主
観
的
に
正
犯
自
身
の
み
に
関
連
す
る
「
行
為
者
関
連
的
要
素
」
の

場
合
に
は
、
共
犯
に
罪
責
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
な
く
、
刑
事
処
罰
を
緩
和
す
べ
き
で
あ
る（

58
）と

す
る
。

⑵
　
判
例
の
検
討

　

―
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
刑
事
部
、
一
九
六
九
年
五
月
二
〇
日
判
決
（B

G
H

St. 22, 375

）
―

︹
事
実
関
係
︺

　

被
告
人
X
は
、
一
九
四
二
・
三
年
の
両
年
に
わ
た
り
、
ナ
チ
ス
の
親
衛
隊
の
一
員
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
カ
ウ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ

人
大
量
虐
殺
の
幇
助
を
行
っ
た
。
被
告
人
は
、
被
害
者
達
が
人
種
上
の
憎
悪
か
ら
殺
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
被
告

人
自
身
は
こ
の
低
劣
な
動
機
に
基
づ
い
て
幇
助
行
為
を
し
た
の
で
は
な
く
、
虐
殺
が
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

親
衛
隊
の
一
員
と
し
て
単
に
命
令
に
従
っ
て
行
動
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
、
原
審
（
陪
審
裁
判
所
）
は
、
被
告

人
を
六
件
の
謀
殺
幇
助
を
理
由
と
し
て
六
年
の
懲
役
刑
に
処
し
た
が
、
被
告
人
は
、
公
訴
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
し
て
手
続
の
打
ち
切
り

を
求
め
て
上
告
し
た
。

　
（
一
六
二
）
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︹
判
旨
︺

　

一
九
六
八
年
に
発
効
し
、︹
旧
︺
刑
法
二
条
二
項
二
文
に
よ
り
被
告
人
の
利
益
に
適
用
さ
れ
る
︹
旧
︺
刑
法
五
〇
条
二
項
の
新
規
定
に
よ

れ
ば
、
か
か
る
謀
殺
幇
助
は
、︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
（
一
項
）・︹
旧
︺
四
四
条
（
二
項
）・︹
旧
︺
一
四
条
に
よ
っ
て
、
三
年
以
上
一
五
年

以
下
の
懲
役
刑
を
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
公
訴
時
効
は
刑
法
︹
旧
︺
六
七
条
一
項
に
よ
り
一
五
年
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

一
九
六
八
年
の
九
月
三
〇
日
ま
で
は
、
共
犯
も
し
く
は
正
犯
に
つ
き
、
刑
を
加
重
、
減
軽
な
い
し
は
阻
却
す
る
特
別
な
人
的
な
資
格
あ

る
い
は
関
係
が
存
す
る
場
合
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
人
的
性
質
を
も
っ
た
事
由
は
規
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
共
犯
者
に
そ
の
事
由
が
存
し
な
い
場
合
で
も
、そ
れ
は
共
犯
者
に
帰
責
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、新
し
い
︹
旧
︺

五
〇
条
二
項
が
公
平
（G

erechtigkeit
）
の
見
地
か
ら
規
定
さ
れ
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
特
別
な
人
的
な
資
格
と
関
係
の
他
に
「
事
情
」
を
も

加
え
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
特
別
な
人
的
要
素
と
さ
れ
、
こ
の
要
素
を
欠
く
共
犯
者
の
刑
は
、
未
遂
の
刑
に
し
た
が
っ
て
減
軽
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

②　

連
邦
通
常
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
に
し
た
が
え
ば
、
故
意
の
殺
人
を
︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
二
項
に
よ
り
謀
殺
と
特
徴
づ
け
る
事
実

は
、「
真
正
の
構
成
要
件
要
素
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
︹
旧
︺
刑
法
五
〇
条
二
項
が
今
日
明
示
す
る
よ
う
に
「
正
犯
者
の
可
罰
性
を
根
拠
付

け
る
」
の
で
、
こ
れ
ら
が
同
時
に
「
特
別
な
人
的
要
素
」
で
あ
る
場
合
に
は
同
条
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
謀
殺
の
構
成

要
件
要
素
と
し
て
の
「
低
劣
な
動
機
」
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
そ
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ⅰ）　

 「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
対
を
な
す
も
の
は
、
た
と
え
ば
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
手
段
の
使
用
（︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
二
項
）
の
よ

う
に
、
行
為
者
の
一
身
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
謀
殺
行
為
の
外
面
そ
れ
自
体
に
属
す
る
行
為
事
情
の
中
に
存
す
る
。
前
者
は
「
行
為

者
に
関
係
す
る
」、
後
者
は
「
行
為
に
関
係
す
る
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
（
一
六
三
）
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ⅱ）　
 

謀
殺
者
の
低
劣
な
動
機
が
特
別
な
人
的
事
情
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
用
語
例
や
自
然
な
理
解
に
合
致
す
る
し
、
正
当
で
も
あ
る
。

「
行
為
者
の
動
機
は
彼
の
一
身
に
あ
り
、
他
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
」。

　

ⅲ）　

 
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
も
、
こ
れ
と
逆
の
見
解
を
と
っ
て
は
い
な
い
。 

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
は
、︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
二

項
の
低
劣
な
動
機
を
「
行
為
に
関
係
す
る
」
要
素
で
あ
る
と
し
て
き
た
、
と
の
連
邦
検
事
総
長
の
見
解
は
適
切
で
は
な
い
。

　
　

⒜ 　

B
G

H
St 1. 368, 371

で
、
第
二
刑
事
部
は
、
む
し
ろ
、
低
劣
な
動
機
は
「
行
為
の
外
面
の
様
相
で
は
な
く
、
行
為
者
の
内
面
の
あ

り
方
」
を
特
徴
づ
け
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
第
二
刑
事
部
は
、「
低
劣
な
動
機
は
﹃
刑
を
加
重
す
る
﹄
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
謀

殺
者
と
し
て
の
可
罰
性
を
は
じ
め
て
根
拠
づ
け
る
」（B

G
H

St 1. 368, 372

）
も
の
で
あ
る
か
ら
当
時
の
刑
法
五
〇
条
二
項
は
適
用

さ
れ
な
い
、
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
動
機
が
そ
も
そ
も
同
条
に
含
ま
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
人
的
な
資
格
あ
る
い
は
関
係

に
含
ま
れ
る
か
は
、
明
文
で
未
解
決
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
検
事
総
長
が
こ
の
判
決
を
援
用
す
る

の
は
不
当
で
あ
る
。

　
　

⒝ 　

さ
ら
に
、
彼
の
援
用
す
る
第
三
刑
事
部
の
判
決
（B

G
H

St. 17, 215

）
は
、︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
二
項
の
低
劣
な
動
機
に
関
す

る
も
の
で
は
な
く
、
│
そ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
│
︹
旧
︺
九
四
条
の
憲
法
に
敵
対
す
る
目
的
に
は
旧
五
〇
条
二
項
が
適
用
さ
れ
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
判
決
理
由
の
中
で
、「
低
劣
な
動
機
は
一
次
的
に
は
所
為
を
特
に
重
大
な
も
の
と
見
せ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
に
行
為
者
の
特
性
も
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
五
〇
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
単
に
付
随
す
る
表
現
で
あ
っ
て
、
的
確
な
表
現
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
」
で
あ
る
と
し

な
が
ら
、
上
述
の
⒜
の
判
決
を
援
用
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。

　

ⅳ）　

 

政
府
草
案
理
由
書
も
、︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
の
低
劣
な
動
機
は
行
為
者
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
刑
法
︹
旧
︺
五
〇
条

二
項
新
規
定
に
い
う
「
人
的
事
情
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
是
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
一
九
五
五
年
二
月
の
大
刑
法
委
員

　
（
一
六
四
）
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会
の
決
議
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
連
邦
検
事
総
長
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
法
律
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
い
な

い
と
考
え
る
が
、
法
律
の
文
言
は
明
瞭
か
つ
一
義
的
（eindeutig

）
で
あ
る
。

　

ⅴ）　

連
邦
検
事
総
長
の
そ
の
余
の
主
張
も
説
得
力
を
も
た
な
い
。

　
　

⒜ 　

彼
は
、
行
為
者
の
目
的
が
刑
を
加
重
す
る
事
例
の
判
決
を
援
用
す
る
が
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
。
未
公
刊
の
一
九
五
八
年
一
一
月

二
一
日
判
決
（5 StR

 501/ 58

）
で
は
、︹
旧
︺
刑
法
五
〇
条
二
項
は
、
同
二
三
五
条
三
項
の
加
重
さ
れ
た
誘
拐
に
は
正
当
に
も
適

用
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
判
決
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
少
年
を
わ
い
せ
つ
行
為
に
使
用
す
る
と
い
う
│
幇
助
者
に
は
認
識
さ
れ
て
い

た
│
正
犯
者
の
目
的
は
、「
行
為
に
関
す
る
不
法
要
素
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
は
「
行
為
自
体
の
非
難
を
強
め
る
も
の
で
あ
り
、

行
為
者
の
特
別
な
人
的
資
格
で
は
な
い
」。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
本
件
で
判
断
す
べ
き
問
題
に
つ
い
て
は
何
も
引
き
出
さ
れ
な
い
。

︹
旧
︺
刑
法
二
三
五
条
三
項
や
多
く
の
他
の
刑
罰
規
定
に
お
け
る
「
目
的
」
は
、
例
え
ば
、
同
︹
旧
︺
二
四
二
条
の
不
法
領
得
の
目

的
の
よ
う
に
、
法
律
上
の
要
素
と
し
て
、
わ
い
せ
つ
行
為
あ
る
い
は
領
得
が
行
わ
れ
な
く
と
も
よ
い
、
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
行
為

が
そ
れ
ら
に
向
け
て
な
さ
れ
る
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
、
誘
拐
に
あ
っ
て
は
刑
罰
は
︹
旧
︺
刑
法
二
三
五
条

三
項
に
よ
り
加
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
財
物
の
窃
取
に
あ
っ
て
は
行
為
者
は
窃
盗
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
目
的
は
対
応
す
る
外
部
的
要
素
と
し
て
の
地
位
を
し
め
、「
行
為
に
関
係
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、︹
旧
︺

刑
法
二
一
一
条
二
項
に
お
け
る
「
低
劣
な
動
機
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

　
　

⒝ 　

本
件
の
よ
う
な
謀
殺
の
外
部
的
様
相
の
特
徴
は
、
連
邦
検
事
総
長
が
考
え
る
よ
う
に
国
家
社
会
主
義
的
な
権
力
者
の
低
劣
な
動
機

に
の
み
存
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
部
的
実
現
の
態
様
、
特
に
大
規
模
な
虐
殺
施
設
の
設
置
に
存
す
る
。
連
邦
検
事
総
長
は
、
こ

の
関
係
で
不
当
に
も
民
族
謀
殺
の
構
成
要
件
を
指
摘
す
る
。︹
旧
︺
刑
法
二
二
〇
条
ａ
は
、
一
定
の
民
族
の
全
体
も
し
く
は
部
分
的

な
抹
殺
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
族
が
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
法
律
上
の
構
成
要
件
で
は
な
い
。
行
為
が
抹
殺

　
（
一
六
五
）
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に
向
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
⒜
で
論
じ
ら
れ
た
性
質
の
目
的
犯
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

︹
旧
︺
刑
法
二
二
〇
条
ａ
に
お
け
る
目
的
と
同
︹
旧
︺
二
一
一
条
の
低
劣
な
動
機
と
の
明
確
な
区
別
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
正

し
く
な
い
。
連
邦
検
事
総
長
は
、︹
旧
︺
二
二
〇
条
ａ
が
こ
の
発
効
前
に
行
わ
れ
た
行
為
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
容
す
る
が
、

彼
の
説
明
は
結
局
、
同
条
の
遡
及
効
を
認
め
て
し
ま
う
結
論
に
い
た
る
。

　
　

⒞　

 「
憎
悪
か
ら
行
わ
れ
た
殺
害
に
幇
助
者
と
し
て
協
力
し
、
こ
の
殺
害
が
あ
る
民
族
の
抹
殺
に
寄
与
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
が
、

例
え
ば
背
信
的
に
行
わ
れ
た
謀
殺
へ
の
共
犯
者
よ
り
も
何
故
優
遇
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
明
確
な
理
由
を
、
連
邦
検
事
総
長

は
誤
っ
て
認
識
し
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
結
果
は
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
秩
序
違
反

法
施
行
法
（E

G
O

W
iG

）
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
五
〇
条
の
新
た
な
構
成
が
時
効
、
特
に
謀
殺
の
共
犯
の
時
効
の
問
題
に
い
か
な

る
結
論
を
も
た
ら
す
の
か
が
明
ら
か
に
看
過
さ
れ
て
い
る
」（H

orst Schröder JZ
 1969, 132

）
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
態
様
の
謀
殺
へ
の
幇
助
に
つ
き
、
新
た
な
構
成
が
も
た
ら
す
不
均
衡
な
帰
結
は
、
解
釈
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
な
い
。

③　

低
劣
な
動
機
と
い
う
謀
殺
の
可
罰
性
を
根
拠
付
け
る
人
的
要
素
が
幇
助
者
と
し
て
の
被
告
人
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
、︹
旧
︺
刑
法
五

〇
条
二
項
（
新
規
定
）
に
よ
り
、
彼
に
対
す
る
刑
は
未
遂
に
関
す
る
原
則
に
よ
っ
て
減
軽
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。︹
旧
︺
刑
法
四
四
条

二
項
に
よ
れ
ば
、
謀
殺
が
同
︹
旧
︺
二
一
一
条
一
項
に
よ
り
終
身
の
懲
役
刑
に
あ
た
る
の
で
、
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
が
宣
告
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
上
限
は
、︹
旧
︺
一
四
条
二
項
に
よ
れ
ば
一
五
年
で
あ
る
。

④　

時
効
期
間
の
長
さ
は
、︹
旧
︺
刑
法
二
一
一
条
一
項
が
謀
殺
者
自
身
に
定
め
る
終
身
の
懲
役
刑
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
謀
殺
幇
助
者
と

し
て
被
告
人
に
対
す
る
法
定
刑
に
よ
り
定
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幇
助
に
つ
い
て
減
軽
が
必
要
的
で
あ
っ
た
限
り
で
は
、
す
な
わ
ち
一
九
三

九
年
一
二
月
五
日
の
暴
力
犯
罪
者
法
（G

ew
altverbrecherordnung

）
の
発
効
ま
で
は
「
通
説
的
な
見
地
に
と
っ
て
は
疑
問
の
余
地
も
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
刑
の
必
要
的
減
軽
は
、
絶
対
的
法
定
刑
に
あ
っ
て
は
、
法
定
刑
の
内
容
の
変
更
を
意
味
す
る
」（H

orst Schröder JZ
 

　
（
一
六
六
）
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1969, 132, 133

）。
こ
の
解
釈
は
、
連
邦
検
事
総
長
が
認
め
る
よ
う
に
、B

G
H

 N
JW

 1962, 2209 N
r. 13

の
判
決
や
連
邦
通
常
裁
判
所
の
多

く
の
未
公
刊
の
判
決
の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
連
邦
検
事
総
長
の
説
明
が
当
刑
事
部
を
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
変
更
さ
せ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
時
効
期
間
は
︹
旧
︺
刑
法
六
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
一
五
年
と
な
る
。

　

本
事
例
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
自
ら
低
劣
な
動
機
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
動
機
に
よ
る
謀
殺
を
幇
助
し
た
場

合
に
公
訴
時
効
が
何
年
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
争
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
判
旨

を
通
し
て
謀
殺
を
特
徴
付
け
る
心
理
的
要
素
で
あ
る
「
低
劣
な
動
機
」
も
「
特
別
な
人
的
要
素
」
と
し
て
行
為
者
関
連
的
要
素
と
し
て
捉
え

た
と
い
う
点
も
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
一
九
六
八
年
改
正
刑
法
五
〇
条
が
従
来
の
「
人
的
性
質
・
地
位
」
外
に
「
人
的
状
態
」（U

m
stände

）

と
い
う
要
素
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
継
続
性
を
も
た
な
い
一
時
的
・
心
理
的
要
素
を
も
身
分
概
念
に
包
含
さ
せ
う
る
よ
う
に
し
た
結

果
で
あ
る
。

　

ま
た
、
上
記
の
判
例
は
、
低
劣
な
動
機
が
謀
殺
の
可
罰
性
を
根
拠
付
け
る
、
つ
ま
り
犯
罪
構
成
的
要
素
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九

六
八
年
改
正
時
に
新
た
に
定
め
ら
れ
た
︹
旧
︺
五
〇
条
二
項
（
現
行
刑
法
二
八
条
一
項
）
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
二
項
は
従
来
か

ら
学
説
と
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
身
分
が
な
い
共
犯
の
処
罰
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
処
罰
は
正
犯
の
刑
よ
り
必
要

的
に
減
軽
す
る
と
し
て
い
る
。
当
時
の
学
説
は
、
判
例
と
は
異
な
り
、
謀
殺
に
お
け
る
低
劣
な
動
機
が
刑
を
加
重
す
る
身
分
で
あ
る
と
考
え

て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
事
例
は
、
一
九
六
八
年
改
正
に
よ
る
身
分
概
念
の
拡
張
後
は
、
五
〇
条
三
項
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
低
劣
な
動
機
を
も
た
な
い
幇
助
者
は
故
殺
の
刑
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
公
訴
時
効
は
、
判
例

の
結
論
と
同
様
に
一
五
年
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
適
用
条
文
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
判
例
・
学
説
は
同
一
で
あ

る
。

　
（
一
六
七
）
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2
．
日
本
に
お
け
る
学
説
・
判
例

⑴
　
判
例
の
検
討

　

上
記
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
上
、
争
わ
れ
て
き
た
「
継
続
性
」
の
要
否
に
つ
い
て
は
、
不
要
説
が
採
用
さ
れ
、
立
法
的
な
解

決
を
み
た（

59
）。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
身
分
概
念
は
、
日
本
の
学
説
・
判
例
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、

こ
の
問
題
は
、
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
は
「
身
分
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
関
連
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
一
時
的
・

心
理
的
要
素
も
六
五
条
の
身
分
と
い
い
う
る
か
の
問
題
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
身
分
の
本
質
的
要
素
と
し
て
「
継
続
性
」
を
要
求

す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、「
営
利
の
目
的
」
は
六
五
条
二
項
の
身
分
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
大
正
一
四
年
一
月
二
八
日
の
大
審

院
判
決
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
X
は
料
理
屋
を
経
営
し
て
い
た
が
、
A
の
四
女
B
を
向
こ
う
六
か
年
間
の
稼
ぎ
高
で
全
借
金
六
〇
〇

円
を
返
済
す
る
約
束
の
も
と
に
芸
妓
に
抱
え
置
い
た
と
こ
ろ
、
B
が
無
断
で
逃
走
し
て
実
家
に
帰
っ
た
た
め
、
原
審
共
同
被
告
人
Y
に
対
し

B
を
伴
っ
て
来
た
ら
報
酬
金
一
〇
〇
円
を
与
え
る
と
告
げ
、
被
告
人
Z
は
そ
の
事
情
を
し
て
X
・
Y
と
三
名
共
謀
の
上
Y
に
お
い
て
A
お
よ

び
B
を
欺
い
て
遂
に
B
を
被
告
人
等
の
支
配
内
に
移
置
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
Y
ニ
営
利
ノ
目
的
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
論
ナ
キ

所
ニ
シ
テ
又
刑
法
二
二
五
条
ノ
営
利
ノ
目
的
ハ
同
法
第
六
五
条
第
一
・
二
項
ノ
犯
人
ノ
身
分
ニ
ハ
該
当
セ
サ
ル
ニ
依
リ
既
ニ
此
点
ニ
於
テ

X 

Z
ノ
行
為
ハ
Y
ト
同
シ
ク
刑
法
第
二
二
五
条
ノ
営
利
誘
拐
ノ
罪
ヲ
構
成
ス
ル
」
と
判
示
し
、
X
・
Y
・
Z
を
営
利
目
的
拐
取
罪
の
共
同
正

犯
と
し
て
処
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、 

昭
和
四
二
年
三
月
七
日
の
最
高
裁
判
決
は
、麻
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の
「
営
利
の
目
的
」

が
刑
法
六
五
条
二
項
の
「
身
分
」
に
当
た
る
と
解
し
た
た
め
、
こ
の
二
つ
の
判
決
が
相
互
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
争
わ
れ
た
。

　

―
最
高
裁
判
所
、
昭
和
四
二
年
三
月
七
日
判
決
（
刑
集
二
一
巻
二
号
四
一
七
頁
）
―

　
︹
事
実
関
係
︺

　
（
一
六
八
）
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麻
薬
取
締
法
六
四
条
は
、
同
法
「
第
一
二
条
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
ジ
ア
セ
チ
ル
モ
ル
ヒ
ネ
、
そ
の
塩
類
又
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か

を
含
有
す
る
麻
薬
を
輸
入
し
、
輸
出
し
、
又
は
製
造
し
た
者
は
、
一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
」
と
し
、
営
利
の
目
的
あ
る
場
合
に
は
「
無

期
若
し
く
は
三
年
以
上
の
懲
役
及
び
五
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
」
と
定
め
る
。

　

X
は
予
て
よ
り
営
利
の
目
的
で
韓
国
船
員
を
通
じ
て
わ
が
国
に
麻
薬
を
密
輸
し
て
い
た
が
、
本
件
麻
薬
も
営
利
の
目
的
で
本
邦
に
密
輸
入

し
よ
う
と
の
意
図
の
下
に
被
告
人
Y
に
そ
の
密
輸
入
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
Y
は
X
の
前
記
意
図
を
了
知
し
な
が
ら
こ
れ
に
協

力
加
担
し
、
本
邦
到
着
後
、
原
審
相
被
告
人
Z
と
共
同
し
て
、
本
件
麻
薬
密
輸
入
の
実
行
行
為
を
し
た
。
一
審
・
二
審
と
も
に
Y
に
麻
薬
取

締
法
六
四
条
二
項
に
い
う
営
利
の
目
的
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
て
本
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
Y
の
上
告
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
次
の

判
決
で
原
判
決
お
よ
び
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
自
判
し
た
。

︹
判
旨
︺

　
「
同
条
（
麻
薬
取
締
法
六
四
条
）
は
、
同
じ
よ
う
に
同
法
一
二
条
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
麻
薬
を
輸
入
し
た
者
に
対
し
て
も
、
犯
人
が

営
利
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
犯
人
の
特
殊
な
状
態
の
差
異
に
よ
っ
て
、
各
犯
人
に
科
す
べ
き
刑
に
軽
重
の
区
別
を
し
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
六
五
条
二
項
に
い
う
﹃
身
分
ニ
因
リ
特
ニ
刑
ノ
軽
重
ア
ル
ト
キ
﹄
に
当
た
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
営
利
の
目
的
を
も
つ
者
と
も
た
な
い
者
と
が
、
共
同
し
て
麻
薬
取
締
法
一
二
条
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
麻
薬
を
輸
入
し
た
場

合
に
は
、
刑
法
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
営
利
の
目
的
を
も
つ
者
に
対
し
て
は
麻
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の
刑
を
、
営
利
の
目
的
を
も
た
な
い

者
に
対
し
て
は
同
条
一
項
の
刑
を
科
す
べ
き
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
原
判
決
お
よ
び
そ
の
是
認
す
る
第
一
審
判
決

は
、
共
犯
者
で
あ
る
X
が
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
で
、
み
ず
か
ら
は
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
い

な
か
っ
た
被
告
人
に
対
し
て
、
同
条
項
の
刑
を
科
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
判
決
に
は
同
条
お
よ
び
刑
法
六
五
条
二
項
の
解
釈
適
用
を

誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
右
違
法
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め

　
（
一
六
九
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
七
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

ら
れ
る
」。

　

こ
の
判
決
は
、
目
的
は
身
分
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
直
截
的
に
提
示
し
、「
営
利
の
目
的
」
が
六
五
条
二
項
の
身
分
で
あ
る
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
高
裁
の
判
決
を
契
機
に
、
大
正
一
四
年
一
月
二
八
日
の
大
審
院
判
決
と
矛
盾
し
な
い
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と

な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
判
例
に
対
し
て
は
、
営
利
目
的
拐
取
罪
は
、
犯
人
に
営
利
の
目
的
が
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
犯
罪
で
あ
っ

て
、
営
利
の
目
的
の
有
無
に
よ
っ
て
刑
に
軽
重
の
区
別
が
あ
る
場
合
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
「
営
利
の
目
的
」
が
本
条
二
項
の
「
身
分
」
に

当
た
ら
な
い
と
し
た
大
審
院
判
例
と
本
件
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
立
場（

60
）も

あ
る
が
、
こ
の
判
例
に
お
い
て
は
、

被
拐
取
者
で
あ
る
女
性
は
未
成
年
者
で
あ
る
か
ら
両
判
決
は
矛
盾
す
る
と
解
す
る
立
場
が
有
力
で
あ
る（

61
）。

す
な
わ
ち
、 

営
利
目
的
拐
取
罪
に

お
い
て
「
営
利
の
目
的
」
が
構
成
的
に
機
能
す
る
の
は
被
拐
取
者
が
成
年
の
場
合
の
み
で
あ
り
、
大
正
一
四
年
判
決
の
被
害
者
は
未
成
年
者

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
「
営
利
の
目
的
」
が
二
二
四
条
に
対
し
て
加
重
的
に
機
能
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
両
判
決
は
矛
盾
す

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

62
）と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
判
決
に
対
し
て
は
相
互
矛
盾
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
争
点
と
な
っ
た
が
、
上
記
の
最
高
裁
の
判
例
は
、
大
正
一
四

年
の
大
審
院
判
例
を
変
更
し
て
、
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
・
心
理
的
要
素
で
あ
っ
て
、
継
続
性
の
な
い
も
の
も
六
五
条
の
身
分
に
当
た
る
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
判
決
が
矛
盾
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
最
高
裁
昭
和
四
二
年
判
決
の
解
説
を
さ
れ
た
当
時
の
坂
本
武

志
調
査
官
は
、
営
利
目
的
拐
取
罪
は
犯
人
に
営
利
の
目
的
が
あ
る
場
合
に
初
め
て
成
立
す
る
犯
罪
で
あ
っ
て
、
営
利
の
目
的
の
有
無
に
よ
っ

て
刑
に
軽
重
の
区
別
が
あ
る
場
合
で
は
な
い
か
ら
、
両
判
決
の
間
に
矛
盾
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
目

的
は
身
分
に
含
ま
れ
る
が
、
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
目
的
は
必
ず
し
も
身
分
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う（

63
）。

こ
の
よ
う
な
立
場

を
支
持
す
る
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
本
条
二
項
の
「
身
分
」
は
一
項
の
身
分
よ
り
広
く
不
真
正
目
的
犯
の
目
的
も
ま
た
身
分
に
含
ま
れ

る
と
す
る
見
解（

64
）や

、
本
条
二
項
の
身
分
は
実
質
的
に
み
て
責
任
要
素
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
必
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要
は
な
い
と
す
る
見
解（

65
）が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
後
の
下
級
審
判
例
の
中
に
は
不
真
正
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
を
身
分
と
解
し
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
真
正
目
的
犯
に
お
け
る

目
的
に
つ
い
て
そ
の
身
分
性
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
平
成
一
〇
年
三
月
二
五
日
の
東
京
高
裁

判
決
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
甲
と
乙
ら
が
営
利
の
目
的
で
大
麻
を
輸
入
し
よ
う
と
企
て
、
二
回
に
わ
た
り
乙
お
よ
び
事
情
を
知
ら
な
い
運

搬
人
ら
を
通
し
て
大
麻
を
パ
ラ
オ
共
和
国
か
ら
輸
入
し
た
際
、
被
告
人
が
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
、
乙
お
よ
び
事
情
を
知
ら
な
い
運
搬
人
ら

の
パ
ラ
オ
共
和
国
へ
の
旅
行
の
手
続
を
す
る
と
と
も
に
、
大
麻
を
隠
匿
す
る
た
め
の
マ
カ
ダ
ミ
ア
ナ
ッ
ツ
缶
を
乙
に
引
き
渡
す
な
ど
し
、
甲
、

乙
ら
の
大
麻
密
輸
入
を
容
易
に
し
た
」
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
原
審
の
横
浜
地
裁
は
被
告
人
に
大
麻
取
締
法
二
四
条
二
項
の
営
利
目
的
に
よ

る
大
麻
輸
入
罪
の
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
が
、
東
京
高
裁
は
、「
原
判
決
は
、
⋮
⋮
被
告
人
自
身
が
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
含

ん
で
お
ら
ず
、
営
利
の
目
的
を
も
つ
者
の
大
麻
の
密
輸
入
を
営
利
の
目
的
を
も
た
な
い
者
が
幇
助
し
た
こ
と
を
判
示
し
た
に
と
ど
ま
る
か

ら
、
営
利
の
目
的
を
も
た
な
い
被
告
人
に
対
し
て
は
、
刑
法
六
五
条
二
項
に
よ
り
、
刑
法
六
二
条
一
項
、
大
麻
取
締
法
二
四
条
一
項
を
適
用

す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
判
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
自
判
し
た
。
大
麻
輸
入
罪
に
お
け
る
営
利
の
目
的
は
身
分
に
当
た
る
か
ら
、
他
人
の
営
利

目
的
大
麻
輸
入
罪
の
行
為
を
営
利
の
目
的
な
し
に
幇
助
し
た
被
告
人
に
は
、
刑
法
六
五
条
二
項
に
よ
り
大
麻
取
締
法
二
四
条
一
項
の
単
な
る

大
麻
輸
入
罪
の
幇
助
が
成
立
す
る
と
し
た
の
で
あ
る（

66
）。

　

他
方
、
真
正
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
に
つ
い
て
そ
の
身
分
性
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
昭
和
六
二
年
九
月
三
日
の
判
決
が

あ
る
。
こ
の
判
決
は
、「
自
ら
販
売
の
目
的
を
有
す
る
者
と
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
自
ら
は
販
売
す
る
目
的
の
な
か
っ
た
者
と
が

共
同
し
て
ト
ル
エ
ン
を
不
法
に
貯
蔵
し
た
」
と
い
う
事
案
に
つ
き
、「
毒
物
お
よ
び
劇
物
取
締
法
三
条
に
い
う
販
売
の
目
的
は
、
麻
薬
取
締

法
六
四
条
二
項
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
四
二
条
二
項
等
に
い
う
営
利
の
目
的
と
は
異
な
り
、
身
分
犯
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
主
観
的
要
素
で

は
な
く
、
刑
法
一
五
五
条
一
項
の
公
文
書
偽
造
罪
等
に
い
う
行
使
の
目
的
と
同
様
、
独
立
し
た
犯
罪
成
立
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
主
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観
的
要
素
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
販
売
の
目
的
は
独
立
し
た
犯
罪
成
立
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
主
観
的
要
素
、
す
な
わ
ち
、
真
正
目

的
犯
の
目
的
で
あ
る
か
ら
身
分
で
は
な
い
と
し
た（

67
）。

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
上
記
の
判
例
で
最
も
中
核
と
い
え
る
の
は
、
目
的
の
よ
う
に
継
続
性
の
な
い
一
時
的
・
心
理
的
な
も
の
が
第

六
五
条
の
身
分
に
含
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
一
時
的
・
心
理
的
な
要
素
の
よ
う
な 

主
観
的
要
素
も
身
分
概
念
に
包

含
さ
せ
う
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
判
例
に
対
す
る
評
価
は
、
結
局
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
学
説
の
立
場
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
次
は
学
説

の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　
学
説
の
状
況

　

主
観
的
要
素
が
身
分
に
当
た
る
か
否
か
に
関
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、
否
定
説
と
肯
定
説
の
対
立
が
展
開
し
て
き
た
。
ま
ず
、
否
定
説
は
、

身
分
と
は
少
な
く
と
も
継
続
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
動
機
や
目
的
の
よ
う
な
「
一
時
的
心
理
状
態
」
は
身
分
概
念
に

は
含
ま
れ
な
い
と
い
う（

68
）。

そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
身
分
は
社
会
関
係
に
お
け
る
人
間
の
地
位
の
上
下
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
用

語
か
ら
す
れ
ば
、
継
続
性
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
身
分
は
継
続
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
、「
行
使
の
目
的
」、「
営
利
の
目
的
」、「
不
法
領
得
の
意
思
」
な
ど
の
よ
う
な
、
構
成
要
件
に
お
け
る
主
観
的
要
素
は
身
分
と
は
な
り

得
な
い

（
69
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説
は
、
身
分
は
「
犯
罪
に
関
す
る
犯
人
の
特
殊
な
地
位
ま
た
は
状
態
」
で
あ
れ
ば
足
り
、
必
ず
し
も
継
続
的
性
質

を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
し
、
目
的
な
ど
の
主
観
的
要
素
も
「
犯
人
の
特
殊
な
状
態
」
で
あ
る
以
上
、
身
分
に
含
ま
れ
る
と
い
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
身
分
概
念
に
つ
い
て
、
判
例
は
「
刑
法
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
身
分
は
、
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
別
、
親
族
の
関
係
、

公
務
員
た
る
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
に
限
ら
ず
、
総
て
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状
態
を
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指
称
す
る
」
と
し
た
の
で
あ
り
、
通
説
も
こ
れ
に
従
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
通
説
と
判
例
は
身
分
概
念
を
非
常
に
広
く
認
め
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
、
目
的
も
犯
罪
行
為
に
関
す
る
人
的
関
係
と
し
て
の
特
殊
な
状
態
で
あ
る
か
ら
、
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
も
当
然
に
身

分
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
西
田
教
授
は
「
判
例
に
よ
る
﹃
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特

殊
な
地
位
又
は
状
態
﹄
と
い
う
広
汎
な
定
義
の
下
に
お
い
て
は
、
前
掲
昭
和
四
二
年
判
決
の
よ
う
に
、﹃
営
利
の
目
的
﹄
を
も
﹃
犯
人
の
特

殊
な
状
態
﹄
に
包
摂
さ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
継
続
性
を
も
っ
て
身
分
の
要
件
と
す
る
見
解
は
、
六
五
条
一

項
、
二
項
を
通
じ
て
﹃
身
分
﹄
の
範
囲
を
限
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
狭
義
の
共
犯
に
関
す
る
限
り
は
、
身
分
性
を
否
定
さ
れ
た
要
素
も

六
一
条
、
六
三
条
に
よ
っ
て
連
帯
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
機
能
的
に
み
れ
ば
二
項
の
み
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
解
釈
」
に
す
ぎ

な
い
と
し
て
い
る（

70
）。

　

ま
た
、
否
定
説
で
は
あ
る
が
、
従
来
と
は
こ
と
な
る
観
点
か
ら
主
観
的
要
素
の
身
分
性
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
五
条

一
項
の
「
身
分
」
は
、「
社
会
的
・
法
律
的
等
の
人
的
関
係
に
お
い
て
特
定
の
義
務
を
負
担
す
る
と
こ
ろ
の
地
位
又
は
資
格
を
有
し
、
単
な

る
犯
罪
の
常
習
性
や
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
の
よ
う
な
行
為
者
の
永
続
的
ま
た
は
一
時
的
な
心
理
状
態
を
含
ま
な
い
」
が
、
同
条
二
項
の
身

分
は
、「
刑
の
加
重
・
減
軽
の
原
因
た
る
地
位
・
資
格
・
状
態
で
あ
れ
ば
よ
い
」
と
し
て
、
一
項
と
二
項
の
「
身
分
」
と
異
な
っ
た
意
義
を

も
つ
も
の
と
し
て
理
解
す
る（

71
）の

で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
身
分
犯
の
本
質
を
行
為
者
が
自
ら
課
さ
れ
た
特
定
の
義
務
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
に

求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
義
務
犯
説
で
あ
る（

72
）。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
な
心
理
状
態
は
、
何
ら
行
為
者
の
義
務
を
基
礎
付

け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
身
分
に
当
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る（

73
）。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
学
説
の
争
点
と
な
っ
た
と
こ
ろ
は
、
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
な
心
理
状
態
で
あ
る
主
観
的
要
素
を
身
分
概
念
に
包
含

さ
せ
得
る
か
否
か
で
あ
り
、
そ
の
中
で
究
極
的
に
は
主
観
的
要
素
に
刑
法
六
五
条
二
項
を
適
用
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
的

要
素
を
身
分
概
念
に
含
め
る
意
義
は
、
六
五
条
二
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
営
利
の
目
的
」
を
も
た
な
い
者
に
「
通
常
の
刑
を
科

　
（
一
七
三
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
七
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

す
る
た
め
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
た
、
自
ら
の
「
共
犯
論
」
を
前
提
と
し
て
、
合
理
的
な
結
論
を
導
く
た
め
に
は
、
身
分
概
念
を
拡
大
し

て
六
五
条
二
項
を
適
用
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
理
論
的
帰
結
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

74
）。

　

し
か
し
、
六
五
条
二
項
の
適
用
に
よ
ら
ず
、
営
利
の
目
的
の
な
い
共
犯
に
通
常
の
刑
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
、
本
来
の

「
身
分
」
の
語
義
に
近
づ
け
、
そ
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
上
記
の
最
高
裁
昭
和
四
二
年
の
判
決
の
事
案
に
お

い
て
、
営
利
の
目
的
を
も
っ
た
X
と
、
こ
れ
を
も
た
な
い
Y
と
が
共
同
し
て
麻
薬
を
密
輸
入
し
た
場
合
、
六
四
条
一
項
の
罪
と
二
項
の
罪
と

は
構
成
要
件
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
重
な
り
合
う
限
度
に
お
い
て
、
共
同
実
行
の
意
思
と
共
同
実
行
の
事
実
と
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
、
X
と
Y
は
、
一
項
の
罪
の
共
同
正
犯
と
な
り
、
X
は
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
行
為
は
同
時
に
二
項
の

罪
に
該
当
し
、
X
に
お
い
て
は
、
一
項
の
罪
の
共
同
正
犯
と
二
項
の
罪
の
単
独
正
犯
と
の
法
条
競
合
と
な
り
、
X
は
結
局
、
二
項
の
罪
責
を

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る（

75
）だ

ろ
う
。
従
来
有
力
で
あ
っ
た
犯
罪
共
同
説
か
ら
は
、目
的
の
存
否
に
応
じ
た
刑
を
科
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、

行
為
共
同
説
が
有
力
化
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、
異
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
共
同
の
成
立
が
広
く
認
め
ら
れ
、
身
分
犯
と
し
て
扱
っ
た

場
合
と
同
様
の
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る（

76
）。

そ
う
す
る
と
、「
営
利
の
目
的
」
と
い
っ
た
一
時
的
心
理
状
態
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
を

身
分
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3
．
韓
国
に
お
け
る
学
説
・
判
例

⑴
　
学
説
の
状
況

　

継
続
性
の
要
件
に
関
し
、従
来
の
多
数
説
は
「
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
と
し
て
の
特
殊
な
人
的
地
位
ま
た
は
状
態
」

に
は
多
少
の
継
続
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
身
分
概
念
に
継
続
性
を
要
求
し
た（

77
）が

、
最
近
の
動
向
は
、
身
分
概
念
を
ド
イ
ツ
刑
法

に
お
け
る
身
分
概
念
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
分
概
念
に
は
必
ず
し
も
継
続
性
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る（

78
）。

つ
ま
り
、
こ
の

　
（
一
七
四
）
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よ
う
な
動
向
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
身
分
概
念
の
中
で
、
犯
罪
動
機
や
心
情
な
ど
の
非
継
続
的
な
行
為
者
の
心
理
的
要
素
を
包
含
す
る
「
特

別
な
人
的
状
態
」
と
い
う
概
念
に
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
継
続
性
の
要
件
に
関
す
る
問
題
は
行
為
者
の
主
観
的
要
素
を
身
分

概
念
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
本
と
同
様
に
不
包
含
説
と
包
含
説
が
対
立
し
て
い

る
。

1）　

不
包
含
説

　

韓
国
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
に
身
分
の
継
続
性
を
否
定
す
る
傾
向
で
あ
り
な
が
ら
も
、
韓
国
刑
法
三
三
条
の
身
分
に
は
故
意
、
目
的
、

傾
向
な
ど
の
よ
う
な
主
観
的
・
心
理
的
要
素
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見
解（

79
）が

多
数
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
理
的
要
素
は
客

観
的
構
成
要
件
に
対
す
る
内
心
の
意
思
作
用
と
し
て
行
為
に
関
係
す
る
主
観
的
不
法
要
素
に
す
ぎ
ず
、
行
為
者
関
連
要
素
で
は
な
い
の
で
、

身
分
と
は
な
り
得
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
韓
国
の
多
数
説
が
一
時
的
・
心
理
的
要
素
を
第
三
三
条
の
身
分
概
念
か
ら
除
外
す
る
背
景
に
は
、

刑
法
三
三
条
の
規
定
が
非
身
分
者
に
真
正
身
分
犯
の
共
同
正
犯
成
立
を
明
文
の
規
定（

80
）に

よ
っ
て
認
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲

を
制
限
す
る
た
め
の
思
考
が
あ
る
。

　

特
に
、
多
数
説
の
中
で
、
一
般
的
・
主
観
的
不
法
要
素
た
る
故
意
と
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
目
的
、
傾
向
、
表
現
な
ど
の
よ

う
な
主
観
的
要
素
を
す
べ
て
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て
解
し
、
一
時
的
・
主
観
的
要
素
を
身
分
概
念
か
ら
排
除
す
る
見
解（

81
）は

注
目
す
る
に
値

す
る
。
こ
の
見
解
は
、
身
分
要
素
は
行
為
者
に
関
連
す
る
標
識
と
し
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
行
為
に
関
連
す
る
標
識
は
行
為
者
の
人

的
不
法
に
関
係
し
て
い
る
と
し
て
も
、
共
犯
と
身
分
関
係
の
適
用
対
象
と
し
て
の
身
分
要
素
と
は
な
り
得
な
い
と
す
る（

82
）。

身
分
は
行
為
者
関

連
的
要
素
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
人
的
不
法
論
に
着
目
し
て
、
故
意
の
よ
う
な
一
般
的
・
主
観
的
不
法
要
素
と
目
的
の
よ

う
な
特
別
な
主
観
的
要
素
は
、
行
為
者
の
人
的
不
法
と
の
不
可
欠
の
関
係
に
あ
る
人
的
事
情
で
は
あ
る
が
、
誰
で
も
行
え
る
不
法
に
属
す
る

　
（
一
七
五
）
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か
ら
身
分
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
人
的
」
と
い
う
意
味
を
必
ず
し
も
「
行
為
者
」
と
い
う
意
味
と

し
て
捉
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
検
討
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

2）　

包
含
説

　

他
方
、
身
分
概
念
に
非
継
続
的
・
心
理
的
要
素
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
は
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
説
と
し
て
は
、「
行

為
者
の
一
身
と
関
係
し
て
お
り
、
犯
罪
の
成
立
ま
た
は
刑
罰
の
軽
重
・
阻
却
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
関
連
的
要
素
は
一
時
的
か
継
続
的
か
を

問
わ
ず
、
身
分
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
累
犯
、
常
習
性
、
業
務
性
な
ど
と
、
営
利
の
目
的
、
動
機
（
中
止
未
遂
に
お
け
る
任
意
性
）
の
よ

う
な
一
時
的
な
心
情
は
、
す
べ
て
三
三
条
の
身
分
に
含
ま
れ
る
が
、
故
意
や
不
法
領
得
意
思
な
ど
の
よ
う
な
行
為
の
客
観
的
不
法
内
容
を
基

礎
付
け
る
行
為
関
連
的
要
素
は
身
分
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
見
解（

83
）で

あ
る
。
ま
た
、
第
二
説
と
し
て
は
、「
身
分
に
は
継
続
性
を
要
し
な

い
か
ら
動
機
や
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
な
心
理
状
態
は
身
分
と
な
り
得
る
が
、
た
だ
、
こ
の
場
合
に
は
違
法
身
分
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

責
任
身
分
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
刑
法
三
三
条
の
本
文
と
但
書
の
適
用
が
違
う
だ
け
だ
と
す
る
見
解（

84
）、

い
わ
ゆ
る
違
法
身
分
・
責
任
身
分
区

別
説
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
行
為
者
の
行
為
動
機
や
主
観
的
な
目
的
・
心
情
は
非
難
可
能
性
の
み
に
関
連
す
る
と
捉
え
、
行
為
者

の
特
殊
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
責
任
身
分
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
二
つ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
目
的
の
よ
う
な
一
時
的
・
心

理
的
要
素
を
身
分
概
念
に
包
含
さ
せ
、
刑
法
三
三
条
の
本
文
を
適
用
す
る
と
、
目
的
を
も
た
な
い
者
が
目
的
を
も
つ
者
と
共
同
し
て
真
正
目

的
犯
を
犯
し
た
場
合
に
、
目
的
を
も
た
な
い
者
も
真
正
目
的
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
、
身
分
概
念
が
拡
大
さ
れ
て
あ
ま
り
に

も
処
罰
の
範
囲
を
拡
張
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る（

85
）。

　

さ
ら
に
第
三
説
と
し
て
は
、
身
分
概
念
を
二
元
的
に
把
握
す
る
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
三
条
本
文
の
身
分
は
「
社
会
的
・
法
律
的

な
ど
の
人
的
関
係
に
お
い
て
特
定
の
義
務
を
負
担
す
る
地
位
ま
た
は
資
格
」
と
し
て
、
単
な
る
犯
罪
の
常
習
性
や
目
的
の
よ
う
な
行
為
者
の

　
（
一
七
六
）
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永
続
的
ま
た
は
一
時
的
な
心
理
状
態
は
含
ま
れ
な
い
が
、
但
書
の
身
分
は
「
刑
の
加
重
・
減
軽
の
原
因
た
る
地
位
・
資
格
・
状
態
」
で
あ
れ

ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
継
続
的
で
あ
る
か
、
一
時
的
で
あ
る
か
」
を
問
う
必
要
は
な
い
と
す
る（

86
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
男
女
の
性
、
内

外
国
人
の
区
別
の
よ
う
な
資
格
と
常
習
性
な
ど
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
特
定
の
義
務
を
負
担
す
る
の
で
は
な
い
の
で
、
本
文
の
身
分
と
な
り
得

な
い
の
で
あ
り
、
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
、
犯
罪
動
機
な
ど
は
一
時
的
心
理
状
態
で
あ
る
が
、
刑
を
加
重
す
る
原
因
た
る
状
態
で
あ
る
の
で
、

但
書
の
身
分
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
強
姦
罪
は
身
分
犯
と
は
な
り
得
な
い
が
、
常
習
犯
と
営
利
目
的
略
取
誘
引
罪
は
但
書

の
身
分
犯
と
な
る
の
で
あ
る（

87
）。

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
本
文
の
身
分
に
は
義
務
違
反
性
と
継
続
性
を
要
す
る
に
対
し
、
但
書
に
は
そ
れ
を
要

し
な
い
の
で
あ
る
が
、
目
的
を
身
分
と
解
す
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
成
人
に
対
す
る
営
利
目
的
等
略
取
誘
引
罪
（
二
八
八
条
一
項
）
の
よ
う

に
「
営
利
の
目
的
」
の
中
で
も
犯
罪
構
成
的
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
単
に
加
減
的
な
も
の
だ
け
を
身
分
に
包
含
さ
せ
る
の
は
疑
問
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

⑵
　
判
例
の
検
討

　

―
大
法
院 

一
九
九
四
・
一
二
・ 

二
三 

선
고 
九
三 
도 

一
〇
〇
二 

판
결
（
謀
害
偽
証
教
唆
事
件
）
―

︹
事
実
関
係
︺

　

被
告
人
X
は
、
連
立
住
宅
分
譲
同
業
者
で
あ
る
建
築
業
者
Y
に
自
分
の
土
地
に
対
し
て
売
買
を
理
由
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
を
し
て
あ

げ
た
後
、
売
買
契
約
金
に
対
す
る
担
保
と
し
て
Y
所
有
の
土
地
お
よ
び
建
物
に
対
し
て
所
有
権
移
転
登
記
請
求
権
保
全
の
た
め
の
仮
登
記
を

し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
後
、
建
物
の
建
築
過
程
に
お
い
て
金
銭
問
題
を
原
因
と
す
る
不
和
が
生
じ
た
と
こ
ろ
、
Y
を
相
手
に
し
て
自
分
の
土

地
に
対
し
て
の
信
託
解
約
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
Y
を
横
領
お
よ
び
詐
欺
罪
で
告
訴
し
、
Y

は
同
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
Y
に
有
罪
が
確
定
す
る
と
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
勝
訴
す
る

　
（
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七
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は
ず
だ
と
考
え
、
一
九
八
四
年
一
二
月
頃
、
公
訴
外
Z
に
連
立
住
宅
一
世
帯
を
贈
与
す
る
と
し
、
同
事
件
の
証
人
と
し
て
出
席
し
て
、
被
告

人
が
任
意
で
抹
消
し
て
あ
げ
た
Y
所
有
の
土
地
お
よ
び
建
物
に
対
す
る
仮
登
記
を
、
Y
が
欺
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
抹
消
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
虚
偽
証
言
を
す
る
よ
う
教
唆
し
、
そ
こ
で
Z
は
自
分
の
記
憶
に
反
す
る
内
容
の
証
言
を
し
た
。

　

Z
に
対
し
て
は
、
一
九
八
九
年
一
二
月
一
三
日
、
単
純
偽
証
罪
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
、
被
告
人
X
に
対
し
て
は
、
一
九
九
三
年
一
二
月

三
〇
日
、
謀
害
偽
証
罪
で
起
訴
さ
れ
、
第
一
審
に
お
い
て
有
罪
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
の
弁
護
人
は
、
偽
証
教
唆
罪

の
公
訴
時
効
期
間
で
あ
る
五
年
が
経
過
し
た
後
の
公
訴
提
起
で
あ
っ
て
、
免
訴
判
決
の
事
由
に
な
る
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て

原
審
法
院
は
「
謀
害
の
目
的
を
も
っ
て
そ
の
目
的
の
な
い
者
を
教
唆
し
て
偽
証
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
者
は
謀
害
偽

証
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
謀
害
偽
証
教
唆
罪
の
公
訴
時
効
が
一
〇
年
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
件
の
公
訴
は
そ
の
期
間
が
経
過
す

る
前
に
適
法
に
提
起
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
理
由
で
控
訴
棄
却
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は
控
訴
理
由
の
よ
う
な
理
由
で
大
法
院
に

上
告
し
た
。

︹
判
旨
︺

　

①
省
略

　

②
刑
法
三
三
条
の
身
分
関
係
と
は
、
男
女
の
性
別
、
内
外
国
人
の
区
別
、
親
族
の
関
係
、
公
務
員
た
る
の
資
格
の
よ
う
な
関
係
の
み
な
ら

ず
、
一
定
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
犯
人
の
人
的
関
係
で
あ
る
特
殊
の
地
位
又
は
状
態
を
指
称
す
る
も
の
で
、
刑
法
一
五
二
条
一
項
は
「
法
律

に
基
づ
い
て
宣
誓
し
た
証
人
が
虚
偽
の
供
述
を
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
と
し
、
同

法
二
項
は
「
刑
事
事
件
又
は
懲
戒
事
件
に
関
し
、
被
告
人
、
被
疑
者
ま
た
は
懲
戒
嫌
疑
者
を
謀
害
す
る
目
的
で
前
項
の
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、

一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
偽
証
を
し
た
犯
人
が
刑
事
事
件
の
被
告
人
な
ど
を
「
謀
害
す
る
目
的
」
を
も

っ
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
よ
う
な
目
的
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
犯
人
の
特
殊
な
状
態
の
差
異
に
よ
っ
て
犯
人
に
科
す
る
刑
の
軽
重
を
区

　
（
一
七
八
）
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別
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
刑
法
三
三
条
但
書
の
「
身
分
関
係
に
よ
っ
て
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。

　

③
被
告
人
が
Y
を
謀
害
す
る
目
的
で
公
訴
外
人
に
偽
証
を
教
唆
し
た
以
上
、
た
と
え
正
犯
た
る
公
訴
外
人
に
謀
害
の
目
的
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
刑
法
第
三
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
被
告
人
を
謀
害
偽
証
教
唆
罪
で
処
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

④
省
略

　

上
記
の
判
例
は
、 
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
が
韓
国
刑
法
三
三
条
に
お
け
る
身
分
概
念
に
含
ま
れ
得
る
か
否
か
の
争
い
の
契
機
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
例
は
、「
謀
害
の
目
的
」
を
三
三
条
但
書
の
身
分
関
係
に
よ
っ
て
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る

と
し
、
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
も
身
分
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
通
説
は
「
謀
害
の
目
的
」、「
行
使
の
目
的
」、「
不

法
領
得
意
思
」
な
ど
の
よ
う
な
人
的
要
素
を
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て
捉
え
、
刑
法
上
の
身
分
と
は
な
り
得
な
い
と
し
て
い
る（

88
）。

こ
の
見
解

に
よ
る
と
、
故
意
や
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
構
成
要
件
要
素
を
身
分
概
念
に
包
含
さ
せ
な
い
の
で
、
目
的
の
有
無
に
よ
っ
て
刑
の
軽
重
が
区

別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
共
犯
従
属
性
原
則
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
単
純
偽
証
罪
に
該
当
す
る
か
ら
、
正
犯

を
教
唆
し
た
者
も
単
純
偽
証
罪
と
な
る
。

　

一
方
、「
謀
害
の
目
的
」
は
偽
証
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
国
家
刑
事
司
法
機
能
を
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
被
害
者
個
人
に
向
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
的
に
非
難
す
べ
き
危
険
性
を
意
味
す
る
行
為
者
関
連
的
な
人
的
要
素
と
解
す
る
見
解
も
あ
る（

89
）。

た
だ
、
こ
の

見
解
は
、
上
記
の
判
例
に
お
い
て
、
謀
害
偽
証
罪
の
「
謀
害
の
目
的
」
が
行
為
者
関
連
的
要
素
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
な
い
ま
ま
、
直
ち

に
そ
れ
を
加
重
的
身
分
要
素
と
し
て
捉
え
、
第
三
三
条
但
書
を
適
用
し
た
の
は
論
理
順
序
上
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

問
題
の
中
核
は
、
論
理
順
序
上
の
欠
陥
で
は
く
、
結
果
的
に
謀
害
の
目
的
を
刑
法
三
三
条
但
書
の
「
身
分
関
係
」
と
し
て
解
し
た
点
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
上
記
の
判
例
が
「
謀
害
の
目
的
」
を
身
分
と
し
て
捉
え
た
の
は
、
検
察
側
が
被
告
人
に
対
す
る
単
純

　
（
一
七
九
）
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偽
証
罪
の
公
訴
時
効
が
も
う
経
過
し
た
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
避
け
て
公
訴
時
効
を
延
長
す
る
た
め
、
被
告
人
を
謀
害
偽
証
罪
で
起
訴
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
強
い（

90
）。

つ
ま
り
、
ど
う
し
て
も
共
犯
を
処
罰
す
べ
き
だ
と
い
う
刑
事
政
策
的
な
必
要
に
応
じ
て
三
三
条
を

引
き
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
刑
罰
権
の
厳
格
な
実
現
と
い
う
観
点
で
は
一
面
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
が
、
自
己
保
存
本

能
の
次
元
か
ら
刑
法
が
認
め
て
い
る
自
己
庇
護
権
、
例
え
ば
、
自
己
の
刑
事
事
件
に
対
す
る
証
拠
隠
滅
、
自
己
の
刑
事
事
件
に
対
す
る
証
人

隠
匿
・
逃
避
は
処
罰
し
な
い
と
い
う
法
精
神
は
、
一
貫
し
て
偽
証
教
唆
の
問
題
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
人
隠
匿
罪
に
お
け
る
親
族
間
特
例
（
一
五
一
条
二
項
）
が
親
族
の
第
三
者
に
対
す
る
犯
人
隠
匿

教
唆
に
適
用
さ
れ
得
る
か
の
問
題
や
、
自
己
の
刑
事
事
件
に
対
す
る
証
拠
隠
滅
教
唆
の
可
罰
性
の
問
題
に
対
し
て
も
同
様
の
評
価
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
「
謀
害
の
目
的
」
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
が
身
分
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
基
準
の
下
に
判

断
し
た
の
か
は
、
明
確
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
謀
害
の
目
的
」
を
身
分
概
念
に
包
含
さ
せ
得
る
か
否
か
に
関
す
る
諸
見
解
は
、
い

ず
れ
も
身
分
と
い
う
も
の
を
「
行
為
関
連
的
要
素
」
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
行
為
者
関
連
的
要
素
」
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
区

別
し
て
い
る
。「
謀
害
の
目
的
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
通
説
は
「
被
告
人
、
被
疑
者
又
は
懲
戒
嫌
疑
者
を
不
利
に
す
る
一
切
の
目
的
」
で
あ

る
と
定
義
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
す
る
と
、「
謀
害
の
目
的
」
は
被
害
者
に
加
え
ら
れ
る
各
種
の
客
観
的
な
不
利
益
を
示

す
行
為
関
連
的
要
素
と
な
る
か
ら
、
特
別
な
人
的
要
素
に
は
な
ら
な
い
と
す
る（

91
）。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
は
三
三

条
に
お
け
る
身
分
と
は
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
積
極
的
な
論
証
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
例
え
ば
、「
単

な
る
主
観
的
不
法
標
識
で
あ
る
か
ら
行
為
関
連
的
で
あ
る（

92
）」

と
か
、「
主
観
的
要
素
で
あ
っ
て
も
行
為
者
で
は
な
く
、
行
為
に
関
連
す
る
も

の
は
身
分
で
は
な
い（

93
）」

と
す
る
な
ど
、
な
ぜ
「
目
的
」
が
「
行
為
関
連
的
」
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
根
拠
が
足
り
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
韓
国
刑
法
三
三
条
で
い
う
「
身
分
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
つ
ま
り
、
身

　
（
一
八
〇
）
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分
の
行
為
者
関
連
性
の
意
味
と
、
特
に
「
目
的
」
は
「
身
分
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅳ
．
身
分
の
「
行
為
者
関
連
性
」
と
「
目
的
」

　

刑
法
学
で
は
、
行
為
と
結
果
、
行
為
と
行
為
者
、
行
為
関
連
的
と
行
為
者
関
連
的
と
い
う
概
念
が
、
対
立
的
意
味
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
を
区
別
し
た
り
、
ま
た
は
行
為
関
連
的
要
素
と
行
為
者
関
連
的
要
素
を
も
区
別
し
て
い

る
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、「
行
為
」
概
念
に
対
立
す
る
「
行
為
者
」
概
念
も
、「
行
為
」
と
「
結
果
」
の
対
立
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
場
合
に
は
、
行
為
に
属
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
あ
る
要
素
が
行
為
要
素
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
「
行
為
」
が
結
果

に
対
立
す
る
「
行
為
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
行
為
者
に
対
立
す
る
「
行
為
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

結
果
無
価
値
に
対
応
す
る
行
為
無
価
値
の
内
容
を
見
る
と
、
故
意
犯
で
の
故
意
と
、
過
失
犯
で
の
過
失
、
目
的
犯
で
の
目
的
（
特
別
な
主

観
的
不
法
要
素
）
は
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
。
そ
し
て
、
実
行
行
為
の
種
類
と
方
法
、
犯
行
手
段
、
行
為
事
情
の
よ
う
な
、
行
為
態
様

も
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
。
ま
た
、
不
真
正
不
作
為
犯
で
の
保
障
人
的
地
位
、
背
任
罪
で
の
「
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
」、
賄
賂

罪
で
の
公
務
員
な
ど
の
よ
う
な
、
客
観
的
正
犯
標
識
も
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
。

　

一
方
、
故
意
や
目
的
犯
で
の
目
的
な
ど
は
、
行
為
者
関
連
的
要
素
で
は
な
く
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
る

が
、
目
的
犯
で
の
目
的
を
「
主
観
的
行
為
者
標
識
」
の
一
つ
で
あ
る
と
し
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
を
故
意
と
と
も
に
「
主
観
的
・
行
為

者
関
連
的
要
素
」
と
し
て
み
る
見
解
も
あ
る

（
94
）。

こ
れ
は
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
「
人
的
不
法
論
」
を
い
か
に
捉
え
た
の
か
に
関
係
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
故
意
や
目
的
が
行
為
者
関
連
的
要
素
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
行
為
関
連
的
要
素
で
あ
る
か
の
問
題
は
、
故
意
や
目
的
が
韓

　
（
一
八
一
）
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国
刑
法
三
三
条
で
の
「
身
分
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
問
題
と
関
連
し
て
、
刑
法
上
の
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
判
例
で
は
、
謀
害
偽

証
罪
（
韓
国
刑
法
一
五
二
条
二
項
）
に
お
け
る
謀
害
の
目
的
を
、
身
分
関
係
に
よ
る
刑
の
軽
重
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
し
、
謀
害
の
目

的
で
そ
の
よ
う
な
目
的
の
な
い
者
を
偽
証
す
る
よ
う
教
唆
し
た
と
き
は
、
謀
害
偽
証
教
唆
罪
が
成
立
す
る
と
し
た（

95
）が

、
学
説
の
多
く
は
そ
れ

を
批
判
し
て
い
る（

96
）。

　

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
人
的
不
法
論
を
踏
ま
え
、
刑
法
三
三
条
で
い
う
「
身
分
」
が
求
め
る
行
為
者
関
連
性
の
意
味
を
検
討
し

た
う
え
で
、
行
為
無
価
値
の
内
容
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
要
素
の
中
で
、
特
に
目
的
が
行
為
関
連
的
要
素
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
行
為
者

関
連
的
要
素
で
あ
る
か
と
い
う
点
、
ま
た
、
行
為
者
関
連
的
要
素
と
混
同
す
る
恐
れ
が
あ
る
「
正
犯
標
識
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

1
．
行
為
無
価
値
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素

　

行
為
不
法
を
認
め
る
た
め
に
は
主
観
的
不
法
要
素
、
つ
ま
り
、
故
意
、
過
失
が
必
要
で
あ
る
。
故
意
は
、
適
法
な
行
為
を
し
、
違
法
な
行

為
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
求
め
る
、
刑
法
の
意
思
決
定
規
範
と
し
て
の
要
求
を
意
識
的
に
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
不
法
を
認
め

る
た
め
に
必
要
な
最
も
代
表
的
な
要
素
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
故
意
は
規
範
に
対
抗
す
る
行
為
意
思
と
し
て
の
人
的
行
為
不
法
の
核
心

で
あ
る（

97
）と

い
え
る
。
過
失
も
、
必
要
な
注
意
を
し
て
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
、
意
思
決
定
規
範
と
し
て
の
刑
法
の
要
求

を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
不
法
は
程
度
の
差
が
あ
り
う
る
か
ら
、
一
般
的
に
、
故
意
の
行
為
不
法
は
過
失
の
行
為
不
法
よ
り
大
き
い

と
い
え
る
。
ま
た
、
故
意
や
過
失
以
外
に
目
的
犯
で
の
目
的
も
行
為
不
法
の
主
観
的
要
素
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
行
使
す
る
目
的
が
あ
る
通

貨
偽
造
行
為
は
悪
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
が
な
い
通
貨
偽
造
行
為
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
婚
目
的
の

略
取
誘
引
行
為
（
韓
国
刑
法
二
九
一
条
）
は
営
利
目
的
の
略
取
誘
引
行
為
よ
り
行
為
不
法
が
少
な
い
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
目
的
は
過
失

　
（
一
八
二
）
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の
よ
う
に
、
行
為
不
法
の
程
度
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
行
為
不
法
を
認
め
る
た
め
に
は
客
観
的
不
法
要
素
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
無
価
値
は
主
観
的
な
意
図
無
価
値

（Intentionsunw
ert

）
と
し
て
理
解
し
、
犯
行
を
行
お
う
し
た
意
思
活
動
の
み
が
行
為
無
価
値
に
該
当
す
る
と
捉
え
る
見
解（

98
）も

あ
る
が
、
行

為
が
持
つ
一
般
的
危
険
性
と
行
為
に
よ
る
危
険
の
実
現
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
危
険
性
を
は
か
る
客
観
的
要
素
も
行
為

無
価
値
の
内
容
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
要
素
に
は
客
観
的
な
行
為
者
要
素
と
行
為
態
様
が
含
ま
れ

る
。

　

構
成
要
件
は
、
一
般
的
に
、
行
為
主
体
の
制
限
が
な
く
誰
で
も
犯
罪
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
例
外

的
に
、
一
定
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
位
に
つ
い
て
、
記
述
し
た
客
観
的
要
素
に
基
づ
い
て
行
為
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
場

合
が
あ
り
、
こ
れ
が
客
観
的
な
行
為
者
要
素
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
不
真
正
不
作
為
犯
は
保
障
人
に
よ
っ
て
の
み
犯
罪
が
実
現
さ
れ
う
る
の

で
あ
り
、
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
で
な
け
れ
ば
背
任
罪
で
の
主
体
と
な
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
公
務
員
で
な
け
れ
ば
収
賄
罪
の
主
体

と
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
主
体
が
誰
か
に
よ
っ
て
行
為
無
価
値
の
判
断
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
行
為
態
様
も
行
為
無
価
値
判
断
に
お
い
て
重
要
な
不
法
要
素
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
こ
で
の
行
為
態
様
と
は
、
実
行
行
為
の
種
類
、

方
法
、
手
段
、
行
為
状
況
な
ど
を
含
む
広
い
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
5
Ｗ
1
Ｈ
と
に
ら
み
合
わ
せ
る
と
、
①
何
を
（
た
と
え
ば
、
韓
国
刑
法

三
二
九
条
の
窃
盗
罪
に
お
け
る
、「
窃
取
」
行
為
を
）、②
い
か
に
（
た
と
え
ば
、韓
国
刑
法
三
三
一
条
第
二
項
の
特
殊
窃
盗
罪
に
お
け
る
、「
凶

器
を
携
帯
」
し
て
）、
③
い
つ
（
た
と
え
ば
、
韓
国
刑
法
三
三
条
の
夜
間
住
居
侵
入
罪
に
お
け
る
、「
夜
間
」
に
）、
④
と
こ
で
（
た
と
え
ば
、

韓
国
刑
法
三
四
〇
条
の
海
上
強
盗
罪
に
お
け
る
、「
海
上
」
で
）
と
い
う
行
為
態
様
は
行
為
無
価
値
判
断
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
故
意
犯
で
の
故
意
、
過
失
犯
で
の
過
失
（
注
意
義
務
違
反
）
の
よ
う
な
、
一
般
的
な
主
観
的
不
法
要
素
、
お
よ
び
目
的
犯

で
の
目
的
の
よ
う
な
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
は
、
主
観
的
要
素
と
し
て
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
主
観
的
要
素
と

　
（
一
八
三
）
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し
て
の
行
為
無
価
値
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
行
行
為
の
種
類
と
方
法
、
犯
行
手
段
、
行
為
状
況
な
ど
の
ご
と
く
、

行
為
態
様
は
客
観
的
要
素
と
し
て
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
。
ま
た
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位
、
背
任
罪
に
お
け
る

「
他
人
の
事
務
を
処
理
す
る
者
」、
収
賄
罪
に
お
け
る
公
務
員
な
ど
の
よ
う
な
、
客
観
的
正
犯
標
識
も
客
観
的
要
素
と
し
て
行
為
無
価
値
の
内

容
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
客
観
的
正
犯
標
識
（
あ
る
い
は
客
観
的
行
為
者
標
識
、
客
観
的
な
行
為
者
要
素
、objektive täterschaftliche 

M
erkm

ale

）」
と
は
、
行
為
者
、
つ
ま
り
一
定
の
義
務
を
賦
課
す
る
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て
正
犯
行
為
者
が
制
限
的
範
囲
に
属
す
る
者
に
限

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　

行
為
無
価
値
を
5
Ｗ
1
Ｈ
に
基
づ
い
て
分
け
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

誰
が
（w

ho

）

誰
が
そ
の
行
為
を
行
っ
た
か
は
、
行
為
不
法
の
存
否
と
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
た
と
え
ば
、
公
務
員
が
賄

賂
を
収
受
し
な
け
れ
ば
賄
賂
罪
の
行
為
不
法
が
存
在
し
な
い
。

何
所
で
（w

here

）

そ
の
行
為
が
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
は
、
行
為
不
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
日
本

で
姦
通
を
し
た
場
合
に
は
行
為
不
法
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
韓
国
に
お
い
て
は
行
為
不
法
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
海
上
強
盗
罪
も
海
上
で
行
為
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
行
為
不
法
が
認
め
ら
れ
な
い
。

何
時
（w

hen

）

行
為
が
行
わ
れ
た
時
点
も
行
為
不
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
た
と
え
ば
、
夜
間
に
行
っ
た
住
居
侵
入
窃
盗
と
昼

間
に
行
っ
た
住
居
侵
入
窃
盗
と
は
、
行
為
不
法
が
異
な
る
。

如
何
に
（how

）

ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
為
を
行
っ
た
か
に
よ
っ
て
、
行
為
不
法
が
異
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
危
険
な
凶
器

を
携
帯
し
て
行
っ
た
暴
行
行
為
は
、
単
純
暴
行
行
為
よ
り
行
為
不
法
が
大
き
い
と
い
え
る
。

　
（
一
八
四
）
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何
を
（w

hat

）

行
為
の
対
象
が
何
か
に
よ
っ
て
も
、
行
為
不
法
が
異
な
り
う
る
。
未
成
年
者
を
略
取
誘
引
し
た
場
合
と
成
年

者
を
略
取
誘
引
し
た
場
合
の
行
為
不
法
は
異
な
る
。

何
故
（w

hy

）

行
為
の
動
機
や
目
的
な
ど
も
行
為
不
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
行
為
不
法
の
客
観
的
要
素
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
主
観
的
要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。

2
．
行
為
関
連
要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失
・
目
的

⑴
　
行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値

　

行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
要
素
を
二
つ
に
分
け
、
各
々
を
行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
呼
ぶ
場
合（

99
）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
故
意
あ
る
い
は
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
、
過
失
犯
に
お
け
る
主
観
的
義
務
違
反
性
な
ど
が
前
者
に
属
し
、
客
観
的
義

務
違
反
性
や
行
為
態
様
ま
た
は
身
分
の
よ
う
な
客
観
的
正
犯
要
素
な
ど
は
後
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
行
為
無
価
値
の
内
容
の
う
ち
、
主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
あ
る
い
は
主
観
的
不
法
要
素
お
よ
び
過
失
犯
に
お
け
る
主
観
的

義
務
違
反
性
な
ど
を
行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
客
観
的
要
素
で
あ
る
行
為
態
様
あ
る
い
は
客
観
的
正

犯
標
識
お
よ
び
客
観
的
義
務
違
反
性
な
ど
は
行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
行
為
者
関
連
的
な

行
為
無
価
値
は
主
観
的
な
行
為
無
価
値
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
と
な
り
、
行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値
は
客
観
的
な
行
為
無
価
値
で
あ
る
と

い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
図
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
八
五
）
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行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値

（
主
観
的
な
行
為
無
価
値
）

故
意
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
、
主
観
的
義
務
違
反
性
（
過
失
犯
の
場
合
）

行
為
関
連
的
な
行
為
無
価
値

（
客
観
的
な
行
為
無
価
値
）

客
観
的
義
務
違
反
性
、
行
為
態
様
、
客
観
的
正
犯
標
識
（
身
分
な
ど
）

　

こ
の
よ
う
に
、
主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
あ
る
い
は
主
観
的
不
法
要
素
、
お
よ
び
主
観
的
義
務
違
反
性
（
過
失
犯
の
場
合
）
を
行
為
無
価

値
と
し
て
捉
え
る
こ
と
や
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
行
為
者
関
連
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
す
べ
て
の
客
観
的
標
識
は
不
法
に
属
す

る
の
で
あ
り
、
主
観
的
標
識
は
責
任
に
属
す
る
」
と
い
う
古
典
的
犯
罪
体
系
を
修
正
す
る
人
的
不
法
論
を
受
け
入
れ
る
過
程
に
由
来
す
る
の

で
あ
る（

100
）。

そ
れ
で
人
的
不
法
論
の
用
語
か
ら
す
る
と
、
故
意
や
主
観
的
不
法
要
素
、
あ
る
い
は
主
観
的
義
務
違
反
性
が
行
為
者
関
連
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
納
得
が
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
見
解
の
う
ち
、
客
観
的
な
正
犯
標
識
が
客
観
的
で
あ
る
と
し
、
行
為
者
関
連
的
要
素
で
な
く
、
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て

捉
え
て
い
る
の
は
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
客
観
的
な
正
犯
標
識
」
と
い
う
場
合
に
お
け
る
「
正
犯
」

と
い
う
の
は
、
行
為
者
と
い
う
意
味
を
持
つ
か
ら
、
そ
れ
を
行
為
関
連
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
者
関
連
的
で
あ
る
と
い
う
方
が
、

よ
り
納
得
が
い
き
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
人
的
不
法
論
に
起
因
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
を
行
為
者
関
連
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
客
観

的
要
素
を
行
為
関
連
的
で
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
立
場
か
ら
の
「
行
為
者
関
連
性
」
は
、
韓
国
刑
法
三
三
条
の
適
用
に
お
け
る
「
行

為
者
関
連
性
」
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
、
ま
た
韓
国
刑
法
三
三
条
の
適
用
と
関
連
し
て
、
行
為
者
関
連
的
で
あ
る
も
の
と
行
為

関
連
的
で
あ
る
も
の
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
主
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観
的
な
も
の
を
直
ち
に
行
為
者
関
連
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
た
り
、
客
観
的
な
も
の
を
直
ち
に
行
為
関
連
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の

は
妥
当
で
は
な
い（

101
）と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
、
行
為
無
価
値
の
内
容
と
な
る
要
素
の
う
ち
、
い
か
な
る
も
の
が
行
為
者
関
連
的
、
あ
る
い
は
行
為
関
連
的
で
あ
ろ
う
か
。

⑵
　
韓
国
刑
法
三
三
条
に
お
け
る
身
分
と
関
連
す
る
「
行
為
者
関
連
性
」

　

韓
国
刑
法
で
は
、
行
為
者
関
連
的
な
要
素
の
み
が
刑
法
三
三
条
で
の
「
身
分
」
と
な
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る（

102
）。

こ
の
見
解
は
、
身
分

関
係
と
は
特
別
な
人
的
性
質
・
関
係
・
状
態
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
人
的
」
と
い
う
表
現
は
行
為
者
自
身
に
の
み
認
め
ら
れ
る
意
味
を
持
つ

の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
を
中
心
と
し
て
そ
の
行
為
者
に
の
み
認
め
ら
れ
る
性
質
・
関
係
・
状
態
が
身
分
関
係
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す

る
と
、
身
分
関
係
は
行
為
者
関
連
的
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
い
る（

103
）。

ま
た
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
人
的
事
情
で
あ
る
が
、
行
為
関
連
的
な

標
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
誰
で
も
行
え
る
不
法
に
属
す
る
の
で
あ
る（

104
）、

つ
ま
り
主
観
的
要
素
で
あ
っ
て
も
行
為
者
で
は
な
く
、
行
為

に
か
か
わ
る
要
素
は
身
分
で
は
な
い
か
ら
、
故
意
・
動
機
・
不
法
領
得
意
思
な
ど
は
身
分
と
な
ら
な
い（

105
）こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
判
例
は
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
を
身
分
要
素
と
し
て
捉
え
て
い
る（

106
）。

こ
の
判
例
に
よ
る
と
、
謀
害
偽
証
罪
（
刑
法
一
五
二

条
一
項
と
二
項
）
に
関
連
し
て
、「
偽
証
を
し
た
犯
人
が
刑
事
事
件
の
被
告
人
な
ど
を
謀
害
す
る
目
的
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
、
犯
人
の

特
殊
な
状
態
に
従
っ
て
犯
人
に
科
す
る
刑
の
軽
重
を
区
別
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
刑
法
三
三
条
の
但
書
で
い
う
﹃
身
分
関
係
に
よ
っ
て
刑

の
軽
重
が
あ
る
場
合
﹄
に
該
当
す
る
」
と
し
て
い
る
。
甲
が
謀
害
目
的
で
そ
の
目
的
が
な
い
証
人
で
あ
る
乙
に
偽
証
す
る
よ
う
教
唆
し
た
場

合
、
目
的
が
身
分
で
あ
る
と
す
る
と
、
甲
と
乙
に
三
三
条
の
但
書
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
目
的
は
身
分
で
な
い
と
す
る
と
、
三
一
条
の

教
唆
犯
規
定
の
み
が
適
用
さ
れ
る
。
三
一
条
が
適
用
さ
れ
る
と
、
実
行
行
為
は
教
唆
行
為
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
甲
は
単
純
偽

証
罪
の
教
唆
犯
と
な
る
が
、
三
三
条
の
但
書
が
適
用
さ
れ
る
と
、
多
数
説
に
お
い
て
は
責
任
個
別
化
に
よ
っ
て
甲
は
謀
害
偽
証
罪
の
教
唆
犯
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と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
、「
こ
の
事
件
は
被
告
人
に
単
純
偽
証
罪
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
公
訴
時
効
が
完
成
さ

れ
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
被
告
人
に
謀
害
偽
証
罪
を
認
め
る
と
公
訴
時
効
が
完
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
被
告
人
を
処
罰
す
る
こ

と
が
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
。
判
例
は
被
告
人
を
強
い
て
罰
す
る
た
め
、
目
的
を
身
分
と
解
し
て
三
三
条
の
但
書
を
適
用
し
謀
害
偽
証
罪
を

認
め
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
三
三
条
の
但
書
を
責
任
個
別
化
原
則
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
解
す
る
不
当
性
は
別
に
し
て
も
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
、
目
的
を
身
分
と
解
す
る
の
は
、
身
分
と
い
う
用
語
の
可
能
な
意
味
を
超
え
る
類
推
解
釈
で
あ
る

（
107
）」

と
強
く
批
判
が
な
さ
れ
て
い

る（
108
）。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
行
為
者
関
連
的
要
素
と
行
為
関
連
的
要
素
と
を
区
別
す
る
実
益
は
刑
法
三
三
条
の
適
用
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
韓
国
刑
法
三
三
条
本
文
の
趣
旨
は
、身
分
者
に
加
功
し
た
非
身
分
者
は
決
し
て
そ
の
身
分
を
「
共
有
」
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

非
身
分
者
も
身
分
者
に
連
帯
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
非
身
分
者
が
身
分
者
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の

規
定
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
韓
国
刑
法
三
三
条
本
文
で
い
う
、
身
分
概
念
の
「
行
為
者
関
連
性
」
は
、
非
身
分
者
が
「
加
功
行
為
、
そ
の
他

の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
身
分
を
共
有
し
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
非
身
分
者
が
身
分
者
に
対
し
、
加
功
行
為
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
の
身
分
を
共
有
し
た
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
身
分
の
そ
の
よ
う
な
性
質
が
「
行
為
者
関
連
性
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
行
為
態
様
、
故
意
あ
る
い
は
目
的
の
よ
う
な
要
素
に
お
い
て
は
、
正
犯
者
が
具
備
し
て
い
る
行
為
態
様
の
よ
う
な
客
観
的
要
素
は

共
犯
が
正
犯
に
加
功
行
為
を
す
る
こ
と
で
、
そ
し
て
故
意
あ
る
い
は
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
は
少
な
く
と
も
共
犯
が
正
犯
が
持
っ
て
い

る
故
意
あ
る
い
は
目
的
を
認
識
す
る
こ
と
で
足
り
る（

109
）の

で
あ
っ
て
、
結
局
、
共
犯
も
そ
の
よ
う
な
要
素
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
う
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
行
為
態
様
、
故
意
、
ま
た
目
的
の
よ
う
な
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
は
行
為
者
関
連
性
が
な
い
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
要
素
が
持
っ
て
い
る
行
為
関
連
的
な
性
質
か
ら
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
行
為
態
様
、
故
意
あ
る
い
は
目
的
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は
行
為
関
連
要
素
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
故
意
あ
る
い
は
目
的
の
ご
と
く
、
行
為
関
連
的
な
標
識
は
当
然
制
限
従
属
形
式
に
よ
っ
て
、
完
全
に
共
犯
に
帰
属
さ
れ
う
る（

110
）」

と
い
う
こ
と
や
、「
共
犯
の
一
般
理
論
に
よ
れ
ば
、
三
三
条
で
の
身
分
で
は
な
い
違
法
要
素
は
、
そ
れ
が
構
成
的
で
あ
れ
、
加
減
的
で
あ
れ
、

共
犯
は
正
犯
に
従
属
す
る（

111
）」

と
は
言
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
正
犯
に
故
意
あ
る
い
は
目
的
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
で
当
然
共
犯
が
成
立
す
る
と

い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、「
共
犯
に
も
主
観
的
構
成
要
件
要
素
が
必
要
で
あ
る（

112
）」

と
い
う
見
解
や
、「
共
犯
に
主
観
的
構
成
要
件
要
素
が

存
在
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
る（

113
）」

と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
共
犯
は
正
犯
に
（
特
別
な
）
主
観
的
不
法
要
素
が
存
在

す
る
と
い
う
事
実
、
な
い
し
蓋
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
い
う
こ
と
を
表
す
た
め
の
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
犯
の
成
立
が
充
分
で
あ
る
と
す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
責
任
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
不
法

に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
意
味
で
の
従
属
性
形
式
と
は
や
は
り
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
制
限
従
属
形
式
と
し
て
の
共
犯
従
属
性
は
「
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
が
少
な
く
と
も
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
以
上
に
理
解
さ
れ
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
犯
と
し
て
の
客
観
的
な
構
成
要
件
該
当
性
と
主
観
的
な

構
成
要
件
該
当
性
が
な
く
て
も
、
正
犯
が
不
法
で
あ
れ
ば
当
然
共
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
「
制
限
従
属
形
式
と
し

て
の
共
犯
従
属
性
」
が
持
っ
て
い
る
一
般
的
な
意
味
を
超
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
共
犯
が
正
犯
に
従
属
す
る
と
し
て
、
共
犯
に
共
犯
と

し
て
の
故
意
な
し
に
正
犯
の
故
意
の
み
で
は
共
犯
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
客
観
的
要
素
の
場
合
は
、
共
犯
が
「
正
犯
に
存
在
す
る
客
観
的
構
成
要
件
要
素
」
を
認
識
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
共
犯
の
そ
の

要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
客
観
的
正
犯
標
識
は
行
為
者
関
連
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
正
犯
に
存
在
す
る
主
観
的
構
成
要

件
要
素
を
共
犯
が
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
犯
の
そ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
が
「
主
観
的
要
素
」
の
性
質
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
述
べ
た
よ
う
に
、
認
識
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
は
「
共
有
の
認
定
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
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て
も
、
主
観
的
要
素
の
場
合
は
、
正
犯
だ
け
で
な
く
共
犯
に
も
主
観
的
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

114
）。

　
「
行
為
者
関
連
的
」
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
結
局
、
主
観
的
で
あ
る
も
の
は
す
べ
て
「
行
為
関
連
的
」
な
も
の
に
な
る
の
で

あ
ろ
う（

115
）。

⑶
　
ド
イ
ツ
の
人
的
不
法
論
に
お
け
る
「
行
為
関
連
的
」
の
意
味

　

ド
イ
ツ
で
は
、
行
為
不
法
論
に
お
け
る
「
行
為
者
関
連
的
」
と
い
う
言
葉
を
「
人
的
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
意
味
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
中
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
人
的
不
法
論
を
主
張
し
、「
違
法
性
は
、
い
つ
も
あ
る
特
定
の
行
為
者
と
関
連
し
た
行
為
に
対
す
る
不

承
認
で
あ
る
。
不
法
は
行
為
者
関
連
的
（täterbezogen

）、
つ
ま
り
、
人
的
（personal

）
行
為
不
法
で
あ
る（

116
）」

と
し
、
行
為
無
価
値
に
お

け
る
「
行
為
者
関
連
的
（täterbezogen
）」
と
「
人
的
（personal

）」
を
同
じ
意
味
と
し
て
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に

お
い
て
は
、「
行
為
者
関
連
的
」
な
行
為
不
法
（
無
価
値
）
は
「
人
的
」
行
為
不
法
（
無
価
値
）
を
意
味
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
イ

エ
シ
ェ
ッ
ク
と
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
も
「
行
為
者
関
連
的
（täterbezogen

）」
と
、「
人
的
（personal

）」
と
い
う
言
葉
を
同
じ
意
味
と
し
て
使

い
、「
行
為
者
関
連
的
」
な
行
為
無
価
値
（
行
為
不
法
）
と
、「
人
的
」
行
為
無
価
値
（
行
為
不
法
）
と
を
同
じ
意
味
と
し
て
把
握
し
て
い
る（

117
）。

　

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
共
犯
と
対
比
さ
れ
る
正
犯
（T

äterschaft

）
に
関
し
て
「
目
的
的
正
犯
行
為
者
（T

äter

）
概
念
」
の
下
で
、
一
般

的
な
正
犯
行
為
者
（T

äter

）
標
識
と
特
別
な
正
犯
（täterschaftlichen

）
標
識
と
を
区
別
し
、
ま
た
、
特
別
な
正
犯
標
識
を
も
、
主
観
的
・

人
的
（persönlichen

）
な
正
犯
行
為
者
（T

äter

）
標
識
と
客
観
的
・
人
的
（persönlichen

）
な
正
犯
行
為
者
（T

äter

）
標
識
と
に
分

け
て
い
る（

118
）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
一
般
的
な
正
犯
行
為
者
標
識
に
は
目
的
的
行
為
支
配
が
正
犯
行
為
者
概
念
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
特
別

な
正
犯
標
識
の
中
で
、
特
別
な
目
的
、
傾
向
、
心
情
形
式
が
主
観
的
・
人
的
な
正
犯
行
為
者
標
識
に
該
当
す
る
。
た
と
え
ば
、
領
得
意
思
、

わ
い
せ
つ
な
（unzüchtige

）
傾
向
、
心
情
的
な
粗
暴
さ
（G

esinnungsrohheit

）
な
ど
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
客
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観
的
・
人
的
な
正
犯
行
為
者
標
識
に
は
、
た
と
え
ば
、
医
師
、
弁
護
士
、
営
業
者
、
公
務
員
な
ど
の
よ
う
な
、
正
犯
行
為
者
の
特
別
な
義
務

を
必
要
と
す
る
地
位
が
そ
れ
に
当
た
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
で
は
な
く
、
正
犯
と
な
る
た
め
に
は
、
一
般
的
に
「
目
的
的
行
為
支
配
」
が
必
要

で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
特
別
に
目
的
、
傾
向
、
心
情
な
ど
の
よ
う
な
、
主
観
的
標
識
が
要
求
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
特
別
な
義
務
を
必
要

と
す
る
地
位
の
よ
う
な
、
客
観
的
標
識
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
に
お
い
て
も
、
人
的
（persönlich

）
と
い
う
表
現
は
、
人
的
不
法
で
の
「
人
的
」
を
意
味
し（

119
）、

そ

の
限
り
で
の
み
行
為
者
関
連
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
（
少
な
く
と
も
韓
国
刑
法
三
三
条
で
い
う
身
分
と
関
連
す
る
「
行
為
者
関
連

性
」
の
意
味
）
で
の
「
行
為
者
関
連
的
」
な
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
構
成
要
件
故
意
も
「
目
的
的
行
為
支

配
」
の
一
般
的
な
要
素
と
し
て
、
当
然
、
人
的
不
法
に
属
す
る
こ
と
と
な
り（

120
）、

し
た
が
っ
て
、
故
意
を
含
め
た
目
的
的
行
為
支
配
そ
れ
自
体

が
人
的
（persönlich

）
標
識
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、「
人
的
」
と
い
う
の
は
、
目
的
、
傾
向
、
心
情
、
あ
る
い
は
特
別
な
義
務
を

必
要
と
す
る
地
位
に
限
ら
れ
た
性
質
で
は
な
く
、
正
犯
と
な
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
標
識
の
中
で
現
れ
る
、
共
通
し
た
性
質
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
と
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
も
「
客
観
的
正
犯
標
識
（objektive täterschaftliche M

erkm
ale

）」
と
、（
特
別
な
）
主
観

的
不
法
要
素
や
故
意
を
、
す
べ
て
人
的
（personal

）
行
為
不
法
に
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る（

121
）。

通
常
の
犯
罪
構
成
要
件
に
お
い
て

は
、
す
べ
て
の
人
に
よ
り
充
足
さ
れ
う
る
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
が
、
行
為
者
性
が
一
定
の
義
務
的
な
地
位
を
示
す
客
観
的
要
素
に
よ
っ
て

よ
り
狭
い
人
的
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
刑
罰
法
規
、
ま
た
は
一
定
の
人
が
所
為
と
結
び
つ
い
た
義
務
違
反
の
た
め
に
他
の
者
よ
り
重
く
処
罰
さ

れ
る
刑
罰
法
規
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
客
観
的
行
為
者
要
素
が
人
的
行
為
不
法
に
属
す
る（

122
）と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
人
的
行
為
不
法
の
構

成
要
素
と
し
て
、
主
観
的
不
法
要
素
を
認
め
、
そ
の
任
務
を
、
法
益
侵
害
へ
向
け
ら
れ
た
行
為
者
の
行
為
意
思
を
詳
細
に
特
徴
づ
け
、
そ
れ

に
よ
っ
て
犯
罪
構
成
要
件
に
含
ま
れ
る
外
部
的
な
不
法
記
述
に
内
部
的
な
無
価
値
の
強
調
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る（

123
）等

、
彼
ら
に
よ
る
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と
、
人
的
不
法
（P

ersonales U
nrecht

）
は
「
主
体
の
客
観
的
不
法
（objektives U

nrecht eines Subjekts

）」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、構
成
要
件
故
意
、目
的
、傾
向
は
「
人
的
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
行
為
者
関
連
的
な
行
為
無
価
値
に
該
当
す
る
「
行

為
者
関
連
的
」
で
は
あ
る
が
、
韓
国
刑
法
三
三
条
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
身
分
の
属
性
と
し
て
の
「
行
為
者
関
連
性
」
を
持
っ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
が
言
う
、「
行
為
者
関
連
性
」
の
意
味
と
、

韓
国
刑
法
三
三
条
と
関
連
し
先
に
捉
え
た
「
行
為
者
関
連
性
」
の
意
味
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。「
単
に
行
為
に
関
連
し
た
標
識
は
、
仮
に

行
為
者
の
人
的
不
法
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
犯
と
身
分
関
係
の
適
用
対
象
と
し
て
の
身
分
要
素
と
は
な
り
得
な
い
。
た
と

え
ば
、
一
般
的
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
故
意
と
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
目
的
や
表
現
、
傾
向
な
ど
は
、
行
為
関
連
的
で
あ

る
か
ら
身
分
概
念
に
含
ま
な
い（

124
）」

と
い
う
見
解
や
、「
人
的
不
法
論
よ
っ
て
人
的
事
情
で
は
あ
る
が
、
行
為
関
連
的
標
識
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
も
の
は
誰
で
も
行
え
る
不
法
に
属
す
る
の
で
身
分
概
念
に
含
め
ら
れ
な
い
。
故
意
、
目
的
、
不
法
領
得
意
思
な
ど
が
行
為
関
連
的
な
人
的

不
法
で
あ
る（

125
）」

と
す
る
場
合
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
前
提
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
こ
の
よ
う
に
（
特
別
な
）
主
観
的
不
法
要
素
を
「
人
的
（
行
為
者
関
連
的
）」
不
法
に
含
む
場
合
に
も
、
主
観
的
不
法
要
素
を
「
行

為
」
要
素
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
「
主
観
的
・
正
犯
的
（
い
わ
ゆ
る
主
観
的
不
法
要
素
）［D

ie 

subjektivtäterschaftliche H
andlungsm

om
ente

（die sog. subjektive U
nrechtselem

ente

）］」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
り
、「
主

観
的
・
正
犯
的
（täterschaftlichen

）
要
素
」
と
し
て
、
目
的
、
特
別
な
行
為
傾
向
、
特
別
な
心
情
動
機
を
挙
げ
て
い
る（

126
）。

ま
た
ヴ
ォ
ル

タ
ー
も
特
別
な
主
観
的
標
識
を
「
行
為
」
標
識
と
し
て
捉
え
つ
つ
、「
人
的
」
不
法
に
含
め
て
い
る（

127
）。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
人
的
不
法
論
に
お
け
る
不
法
と
は
、
常
に
あ
る
特
定
の
行
為
者
と
関
連
し
て
い
る
人
的
行
為
不
法
で
あ
り
、
こ
こ
で

言
う
「
行
為
者
関
連
的
」
と
い
う
の
と
、「
人
的
」
と
い
う
の
は
同
じ
意
味
と
し
て
使
い
、「
行
為
関
連
的
」
な
行
為
不
法
（
無
価
値
）
を
「
人

的
」
行
為
不
法
（
無
価
値
）
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、「
行
為
者
関
連
的
」
と
い
う
行
為
者
関
連
性
は
、

　
（
一
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二
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韓
国
刑
法
三
三
条
で
言
う
身
分
の
要
件
と
し
て
の
「
行
為
者
関
連
性
」
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
故
意
、
目
的
な
ど
も
人
的

不
法
論
で
言
う
「
人
的
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
「
行
為
者
関
連
的
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
韓
国
刑
法
三
三
条
の
適
用
に

お
い
て
は
、
た
だ
「
行
為
関
連
的
」
で
あ
り
、
身
分
に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
故
意
や
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
を
、「
行
為
者
に
関
連
す
る
構
成
要
件
要
素
」
に
属
す
る
「
主
観
的
・
行
為
者
関
連
的
要
素
」

と
し
て
捉
え
、
謀
害
目
的
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
目
的
、
動
機
、
あ
る
い
は
故
意
を
「
行
為
関
連
的
要
素
で
あ
る
同
時
に
行
為
者
関
連
的

要
素
」
と
し
て
捉
え
る
見
解（

128
）も

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
目
的
、
動
機
、
故
意
の
よ
う
な
主
観
的
態
度
は
、
行
為
者
が
主
体
と
し
て
持
つ
要

素
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
関
連
的
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
、
行
為
者
関
連
的
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
す
べ
て
が
身
分
と
な
る
わ
け
で
な
く
、

構
成
要
件
要
素
の
分
類
上
か
ら
「
客
観
的
（
外
部
的
）」
な
行
為
者
関
連
的
要
素
の
み
を
身
分
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
故
意
、

動
機
、
目
的
な
ど
を
身
分
と
し
て
捉
え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
的
が
身
分
で
は
な
い
理
由
と
し
て
、
目
的
が
行
為
者
関
連
的
要
素
で

は
な
く
、
行
為
関
連
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
を
論
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
そ
の
見
解
に
お
い
て
は
「
客
観
的
要
素
」

で
は
な
い
か
ら
身
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
行
為
」
と
「
結
果
」、「
行
為
」
と
「
行
為
者
」、
あ
る
い
は
「
行
為
関
連

的
」
と
「
行
為
者
関
連
的
」
と
い
う
概
念
は
刑
法
学
に
お
い
て
対
立
的
な
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一

つ
の
要
素
を
「
行
為
関
連
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
行
為
者
関
連
的
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
な
か
な
か
納
得
が
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

3
．
正
犯
標
識
と
し
て
の
目
的

　

正
犯
標
識
と
は
、
ⓐ
共
犯
に
対
比
さ
れ
る
正
犯
と
し
て
、
あ
る
犯
行
の
主
体
と
な
る
た
め
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
を
意
味
し
た

り
、
あ
る
い
は
、
ⓑ
正
犯
で
あ
る
こ
と
を
表
す
根
拠
を
意
味
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
正
犯
標
識
の
意
味
を
ⓐ
の
よ
う
に
理
解

す
る
場
合
に
も
、
正
犯
標
識
が
常
に
共
犯
に
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
故
意
が
正
犯
標
識
で

　
（
一
九
三
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
九
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

あ
る
と
し
て
、
共
犯
に
は
故
意
が
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
正
犯
に
も
共
犯
に
も
故
意
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
身

分
犯
に
お
け
る
身
分
の
よ
う
な
客
観
的
正
犯
標
識
は
正
犯
に
の
み
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
共
犯
に
は
そ
れ
が
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る（

129
）。

要
す
る
に
、
正
犯
標
識
と
は
、
共
犯
も
そ
れ
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
正
犯
は
必
ず
備
え
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、ⓑ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、「
正
犯
性
判
断
に
お
け
る
類
型
的
基
準
と
し
て
、ロ
ク
シ
ン
は
行
為
支
配
、

意
思
支
配
、
機
能
的
犯
行
支
配
を
提
示
す
る
。
ち
な
み
に
、
行
為
支
配
は
直
接
正
犯
の
正
犯
標
識
で
あ
り
、
意
思
支
配
は
間
接
正
犯
、
機
能

的
犯
行
支
配
は
共
同
正
犯
の
正
犯
性
標
識
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

130
）」

と
い
う
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

故
意
は
故
意
犯
の
正
犯
と
し
て
の
犯
行
主
体
と
な
る
た
め
の
一
つ
の
要
件
で
あ
り
、
過
失
は
過
失
犯
の
正
犯
と
し
て
の
犯
行
主
体
と
な
る

た
め
の
一
つ
の
要
件
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
故
意
と
過
失
は
各
々
故
意
犯
と
過
失
犯
の
正
犯
標
識
に
該
当
す
る
。
そ
し
て
目
的
犯
に

お
け
る
目
的
の
よ
う
な
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
は
、
そ
の
犯
罪
の
正
犯
と
し
て
の
犯
行
主
体
と
な
る
た
め
に
備
え
る
べ
き
要
件
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
目
的
の
よ
う
な
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
も
正
犯
標
識
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
行

為
者
、
つ
ま
り
正
犯
行
為
者
が
、
一
定
の
義
務
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
の
よ
う
な
客
観
的
要
素
に
よ
り
、
一
定
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合（

131
）

を
意
味
す
る
「
客
観
的
正
犯
標
識
（objektive täterschaftliche M

erkm
ale

）」
も
正
犯
標
識
に
属
す
る
の
で
あ
る（

132
）。

　

一
般
的
に
「
客
観
的
行
為
者
要
素
（
標
識
）」
と
い
う
言
葉
は
「
客
観
的
正
犯
標
識
」
と
同
じ
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る

（
133
）。

刑
法
上
の
行
為

者
と
は
、
犯
罪
行
為
の
主
体
を
い
う
の
で
あ
り
、
殺
人
罪
に
お
け
る
人
を
殺
害
し
た
「
者
」、
窃
盗
罪
に
お
け
る
他
人
の
財
物
を
窃
取
し
た

「
者
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
本
来
、
行
為
者
（T

äter

）
と
い
う
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
か
ら
、
狭
義
に
お
い
て
は
共
犯
に
対
す
る
正
犯
の
み

を
意
味
し（

134
）、

広
義
に
お
い
て
は
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
者
を
総
称
す
る（

135
）の

で
あ
り
、
ま
た
最
広
義
と
し
て
は
正
犯
・
共
犯
以
外

に
も
故
意
犯
・
過
失
犯
の
行
為
者
を
い
う
。
し
か
し
、
刑
法
上
の
行
為
者
理
論
と
し
て
問
題
と
す
る
の
は
、
狭
義
の
行
為
者
で
あ
る
正
犯
に

関
す
る
問
題
で
あ
る（

136
）。

そ
う
す
る
と
、「
客
観
的
行
為
者
要
素
（
標
識
）」
と
「
客
観
的
正
犯
標
識
」、
あ
る
い
は
「
行
為
者
標
識
（
行
為
者

　
（
一
九
四
）
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関
連
要
素
）」
と
「
正
犯
標
識
」
を
同
じ
意
味
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
注
意
す
べ
き
は
「
行
為
者
標
識
（
行
為
者
関
連
要
素
）」
と
「
正
犯
標
識
」
は
行
為
関
連
要
素
と
い
う
概
念
と
の
関
係
で
区
別
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
関
連
要
素
は
行
為
関
連
要
素
と
対
比
さ
れ
得
る
概
念
と
し
て
、
原
則
的
に
行
為
関
連
要
素
に

は
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
正
犯
標
識
は
行
為
関
連
要
素
に
該
当
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
一
般
的
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ

る
故
意
・
過
失
、
そ
し
て
目
的
の
よ
う
な
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
は
行
為
者
関
連
要
素
で
な
く
、
行
為
関
連
要
素
で
あ
り
、
客
観
的
正
犯

標
識
は
正
犯
標
識
で
あ
り
な
が
ら
行
為
者
関
連
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
を
「
主
観
的
行
為
者
標
識
」
と
し
て
理
解
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
際
に
も
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
が

「
正
犯
標
識
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
サ
ン
ド
ク
博
士
は
「
ド
イ
ツ
語
でT

äter

と
い
う
際
に
は
、

共
犯
に
対
す
る
正
犯
の
み
を
意
味
し
た
り
、
あ
る
い
は
一
般
的
に
刑
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
を
行
っ
た
者
を
総
称
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
広
義
の
意
味
と
し
て
は
、
正
犯
だ
け
で
な
く
共
犯
も
、
お
よ
び
故
意
犯
の
行
為
者
の
み
な
ら
ず
過
失
犯
の
行
為
者
も
含
ま
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
狭
義
の
行
為
者
、
つ
ま
り
正
犯
に
な
る
た
め
に
は
如
何
な
る
要
件
が
具
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
標
識
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

137
）」

と
し
、
一
般
的
な
行
為
者
標
識
と
特
殊
な

行
為
者
標
識
を
分
け
て
い
る
。
そ
こ
で
「
目
的
的
行
為
支
配
は
故
意
犯
の
行
為
者
と
な
る
た
め
の
一
般
的
標
識
と
な
る（

138
）」

と
し
て
い
る
。
ま

た
、
特
殊
な
行
為
者
標
識
に
お
い
て
は
よ
り
細
分
化
し
て
、
主
観
的
行
為
者
標
識
と
し
て
は
目
的
犯
に
お
け
る
「
目
的
」
を
、
客
観
的
行
為

者
標
識
と
し
て
は
公
務
員
の
よ
う
な
身
分
犯
に
お
け
る
「
身
分
」
を
挙
げ
て
い
る（

139
）。

　

思
う
に
、
上
記
の
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
を
「
行
為
者
標
識
」
と
称
し
た
の
は
、
狭
義
の
行
為
者
、
つ
ま
り
「
正
犯
」
と
な
る
た
め
に
具

備
さ
れ
る
べ
き
要
件
と
し
て
「
目
的
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
を
い
う
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
共
犯
に
対
す
る
正
犯
と
し
て
の
犯
行

主
体
と
な
る
た
め
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
を
「
正
犯
標
識
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
目
的
犯
に
お
け
る
目
的
は
正
犯
標
識
で
あ
る
と

　
（
一
九
五
）
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い
う
点
を
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
フ
ァ
ン
サ
ン
ド
ク
博
士
も
「
行
為
者
関
連
要
素
」
な
い
し
「
行
為
者
標
識
」
と
、「
正
犯
標
識
」

と
い
う
概
念
を
区
別
し
て
お
り
、
た
だ
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
は
「
正
犯
標
識
」
の
代
わ
り
に
「
行
為
者
標
識
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅴ
．
終
わ
り
に

　

ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
身
分
概
念
は
、
古
く
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
の
内
容
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
否
定

で
き
な
い
が
、「
身
分
概
念
」
に
「
特
別
な
人
的
状
態
」
と
い
う
要
素
ま
で
包
含
さ
せ
、
一
時
的
・
心
理
的
要
素
も
身
分
に
当
た
る
と
す
る

こ
と
を
、
韓
国
刑
法
三
三
条
に
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
の
は
支
持
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
韓
国
刑
法
三
三
条
本
文
は
身
分
犯
に
加

功
し
た
非
身
分
者
に
も
身
分
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
て
お
り
、ド
イ
ツ
の
よ
う
に
必
要
的
減
軽
の
規
定
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

「
身
分
概
念
」
を
限
定
付
け
る
問
題
は
、
諸
国
の
刑
法
に
お
い
て
活
発
な
議
論
を
し
て
き
た
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
議
論
の
重
要
な
手
が

か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

上
記
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
身
分
概
念
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
継
続
性
が
要
求
さ
れ
る
の
か
否
か
で
は
な
く
、
犯
罪
の
成
立
な
い

し
は
刑
罰
の
軽
重
が
行
為
者
に
関
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
行
為
に
関
す
る
の
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
韓
国
刑
法
の
解
釈
上
、
行
為
者
関
連

的
要
素
と
行
為
関
連
的
要
素
の
区
別
は
、韓
国
刑
法
三
三
条
で
い
う
身
分
が
要
求
す
る
「
行
為
者
関
連
性
」
と
の
関
係
で
そ
の
実
益
が
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
区
別
は
韓
国
刑
法
三
三
条
の
身
分
が
要
求
す
る
「
行
為
者
関
連
性
」
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
。
身
分
の
要
件
と
し

て
の
「
行
為
者
関
連
性
」
を
、
非
身
分
者
が
身
分
者
に
対
し
て
加
功
行
為
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
身
分
を
「
共
有
」

し
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
故
意
や
過
失
、
目
的
な
ど
は
行
為
者
関
連
要
素
で
な
く
、
行
為
関
連
要
素

　
（
一
九
六
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
九
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
犯
が
備
え
て
い
る
故
意
や
目
的
な
ど
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
は
、
共
犯
が
少
な
く
と
も
正
犯
の
故
意
や
目
的
な
ど
を

認
識
す
る
こ
と
で
足
り
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
故
意
や
目
的
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
は
行
為
者
関
連
性
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
主
観
的
な
も
の
は
す
べ
て
行
為
関
連
的
で
あ
っ
て
、
韓
国
刑
法
三
三
条
で
の
身
分
に
該
当
し
な
い
の
に
対
し
、
客
観

的
正
犯
標
識
は
行
為
者
関
連
的
要
素
と
し
て
身
分
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
人
的
不
法
論
に
お
い
て
は
、
不
法
は
常
に
行
為
者
と
は
離
れ
な
い
人
的
行
為
不
法
で
あ
り
、
こ
こ
で
言
う
「
行
為
者
関
連
的
」
と

「
人
的
」
と
を
同
じ
意
味
と
し
て
使
い
、「
行
為
者
関
連
的
」
な
行
為
不
法
（
無
価
値
）
を
「
人
的
」
行
為
不
法
（
無
価
値
）
と
も
い
う
。
こ

の
よ
う
な
用
語
か
ら
す
る
と
、
故
意
や
過
失
、
目
的
な
ど
は
人
的
行
為
不
法
、
つ
ま
り
行
為
者
関
連
的
な
行
為
不
法
に
属
す
る
と
い
う
点
か

ら
す
れ
ば
「
行
為
者
関
連
的
」
で
あ
る
と
は
い
え
る
が
、
人
的
不
法
論
に
お
い
て
も
故
意
は
勿
論
、
目
的
の
よ
う
な
特
別
な
主
観
的
不
法
要

素
が
行
為
関
連
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
人
的
不
法
論
に
よ
っ
た
か
否
か
を
問
わ

ず
、
主
観
的
要
素
を
行
為
者
関
連
的
要
素
と
し
て
理
解
し
、
客
観
的
要
素
を
行
為
関
連
的
要
素
と
し
て
理
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　

一
方
、
刑
法
上
の
「
行
為
者
」
と
い
う
の
は
、
狭
義
の
意
味
で
の
行
為
者
、
つ
ま
り
「
正
犯
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
行
為

者
関
連
要
素
（
行
為
者
標
識
）
は
、
正
犯
と
し
て
の
犯
行
主
体
と
な
る
た
め
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
と
し
て
理
解
さ
れ
る
「
正
犯

標
識
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
行
為
者
関
連
要
素
は
行
為
関
連
要
素
と
の
関
係
で
対
立
す
る
概
念
で
あ
っ
て
、
原
則
的
に
行
為
関

連
要
素
に
は
該
当
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
正
犯
標
識
は
行
為
関
連
要
素
に
も
該
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
や
過
失
は
も

ち
ろ
ん
、
目
的
は
行
為
者
関
連
要
素
で
は
な
く
、
行
為
関
連
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
正
犯
標
識
で
あ
り
、
反
面
、
客
観
的
正
犯
標
識
は
行
為

者
関
連
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
正
犯
標
識
で
あ
る
。

　
（
一
九
七
）
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（
1
）　

성
시
탁
、
공
범
과 

신
분
、
고
시
계
（
一
九
七
八
・
二
）、
六
六
면；

남
흥
우
、
공
범
과 

신
분
、
사
법
행
정
（
一
九
六
六
・
九
）、
一
二
면；

이
수
엽
、
공
범
과 

신
분
（
상
）、
법
정
（
一
九
七
六
・
四
）、
五
三
면；

김
종
원
、
공
범
과 

신
분
、
법
정
（
一
九
七
六
・
一
）、
五
一
면；

백
형
구
、
신
분
과 

신
분
범
、
고
시
계
（
一
九
八

九
・
五
）、
一
一
七
면；

이
재
상
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
六
、
四
九
四
면；

임
웅
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
七
、
四
六
七
면；

신
동
운
、
형
법
총
론 

제
二
판
、
二
〇
〇
六
、
六
七
八
면
．

（
2
）　

대
판
、
一
九
九
四
・
一
二
・
二
三
・
선
고
、
九
三
도 

一
〇
〇
二
・
こ
の
判
例
は
身
分
関
係
の
概
念
を
示
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、
六
七
八
면；

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
七
면
이
하；

손
동
권
、
형
법
총
칙
론
、
二
〇
〇
一
、
四
七
五
면
이
하; 

오
영
근
、
형
법
총
론
、

二
〇
〇
六
、
六
四
四
면；

이
형
국
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
五
、
三
一
九
면
．

（
4
）　

大
判
明
治
四
四
年
三
月
一
六
日
刑
録
一
七
輯
四
〇
五
頁
。

（
5
）　

最
判
昭
和
二
七
年
九
月
一
九
日
刑
集
六
巻
八
号
一
〇
八
三
頁
。

（
6
）　

大
判
明
治
四
四
年
四
月
一
七
日
刑
録
一
七
輯
六
〇
五
頁
。

（
7
）　

大
判
昭
和
九
年
一
一
月
二
〇
日
刑
集
一
三
巻
一
五
一
四
頁
、
大
判
昭
和
一
〇
年
一
一
月
二
五
日
法
律
新
聞
三
九
八
四
号
一
一
頁
。

（
8
）　

大
判
昭
和
七
年
五
月
二
七
日
法
律
評
論
二
一
巻
刑
法
二
三
七
頁
。

（
9
）　

大
判
大
正
三
年
六
月
二
四
日
刑
録
二
〇
輯
一
三
二
九
頁
、
大
判
昭
和
九
年
三
月
二
六
日
法
律
評
論
二
三
巻
刑
訴
一
三
七
頁
。

（
10
）　

大
判
大
正
一
三
年
一
二
月
五
日
刑
集
三
巻
八
五
一
頁
、
大
判
昭
和
八
年
九
月
二
九
日
刑
集
一
二
巻
一
六
八
三
頁
、
大
判
昭
和
一
三
年
四
月
八
日
法
律
新
聞
四
二
八

二
号
一
六
頁
。

（
11
）　

大
判
明
治
四
四
年
五
月
一
六
日
刑
録
一
七
輯
八
七
四
頁
、
大
判
明
治
四
四
年
六
月
一
五
日
刑
録
一
七
輯
一
一
七
七
頁
、
大
判
大
正
三
年
六
月
一
七
日
刑
録
二
〇
輯

一
二
一
八
頁
、
最
判
昭
和
二
七
年
九
月
一
九
日
刑
集
六
巻
八
号
一
〇
八
三
頁
。

（
12
）　

大
判
明
治
四
四
年
八
月
二
五
日
刑
録
一
七
輯
一
五
一
〇
頁
、
最
判
昭
和
三
二
年
一
一
月
一
九
日
刑
集
一
一
巻
一
二
号
三
〇
七
三
頁
。
業
務
上
横
領
罪
に
関
し
て
は
、 

六
五
条
の
適
用
範
囲
と
の
関
連
で
特
殊
な
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
物
の
「
占
有
」
お
よ
び
「
業
務
」
と
い
う
二
重
の
身
分
が
存
在
し
、
本
条
二
項
の
身
分
に
も

当
た
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
13
）　

こ
の
ほ
か
、
遺
失
物
等
横
領
罪
（
刑
法
二
五
四
条
）
に
お
け
る
「
占
有
を
離
れ
た
他
人
の
物
」
の
占
有
者
で
あ
る
こ
と
も
、
六
五
条
一
項
の
身
分
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
大
判
大
正
五
年
一
一
月
一
〇
日
刑
録
二
二
輯
一
七
三
三
頁
が
あ
る
。

（
14
）　

大
判
大
正
七
年
七
月
二
日
法
律
新
聞
一
四
六
〇
号
二
三
頁
、
最
判
昭
和
三
一
年
五
月
二
四
日
刑
集
一
〇
巻
五
号
七
三
四
頁
。

　
（
一
九
八
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

一
九
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

（
15
）　

大
判
大
正
二
年
三
月
一
八
日
刑
録
一
九
輯
三
五
三
頁
。

（
16
）　

大
判
大
正
九
年
六
月
三
日
刑
録
二
六
輯
三
八
二
頁
。
こ
の
判
決
は
業
務
上
堕
胎
と
同
意
堕
胎
の
二
つ
の
教
唆
行
為
を
包
括
し
て
重
い
方
の
業
務
上
堕
胎
教
唆
の
成

立
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
17
）　

大
判
大
正
四
年
三
月
二
日
刑
録
二
一
輯
一
九
四
頁
、
大
判
大
正
一
五
年
五
月
二
九
日
刑
集
五
巻
二
二
七
頁
、
大
判
昭
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
裁
判
例
三
巻
刑
法
六

九
頁
、
大
判
昭
和
一
五
年
三
月
一
日
刑
集
一
九
巻
六
三
頁
。
同
指
と
し
て
、
前
掲
注
（
12
）
も
参
照
。

（
18
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
﹄（
成
文
堂
、
新
版
第
二
版
、
二
〇
〇
七
）
四
五
一
頁
、
山
中
敬
一
﹃
刑
法
総
論
﹄（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
）
九
四
〇
頁
以
下
、

（
19
）　

木
村
亀
二
﹃
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
増
補
版
、
一
九
八
一
）
一
五
六－

一
五
七
頁
参
照
。

（
20
）　

木
村
・
前
掲
注
（
19
）
一
五
四
以
下
参
照
。

（
21
）　

十
河
太
朗
﹃
身
分
犯
の
共
犯
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
二
九
一
頁
。

（
22
）　

松
生
光
正
「
刑
法
第
六
五
条
の
﹃
身
分
﹄
の
概
念
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
第
三
八
巻
一
号
（
一
九
九
八
）
七
七
頁
以
下
。

（
23
）　

大
判
大
正
一
四
年
一
月
二
八
日
刑
集
四
巻
一
四
頁
。

（
24
）　

最
判
昭
和
四
二
年
三
月
七
日
刑
集
二
一
巻
二
号
四
一
七
頁
。

（
25
）　

ド
イ
ツ
刑
法
一
四
条
一
項
は
「
一
．
法
人
の
代
表
権
あ
る
機
関
と
し
て
又
は
そ
の
機
関
の
構
成
員
と
し
て　

二
．
人
的
会
社
の
代
表
権
あ
る
社
員
と
し
て　

三
．
他

人
の
法
定
代
理
人
と
し
て
行
為
を
す
る
と
き
は
、
特
別
な
人
的
性
質
・
関
係
・
状
態
（
特
別
な
人
的
要
素
）
が
可
罰
性
の
基
礎
と
な
る
法
律
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
、

そ
の
要
素
が
代
理
人
に
は
存
在
し
な
い
が
本
人
の
み
に
存
在
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
代
理
人
に
対
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

（
26
）　

신
동
운
、
모
해
위
증
죄
의 

교
사
범
과 

신
분
관
계
、
법
조
（
一
九
九
五
）、
一
二
八－

一
二
九
면
참
조
．

（
27
）　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, Strafgegetzbuch, K

om
m

entar, 26. A
ufl., 2001, §28 R

dnr. 12.

（
28
）　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 R
dnr. 13.

（
29
）　

R
oxin, Strafgesetzbuch, L

eipziger K
om

m
entar, 11. A

ufl., 1993, §28 R
dnr. 15.

（
30
）　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 R
dnr 14.

（
31
）　

H
erzberg, D

ie P
roblem

atik der „besoderen persönlichen M
erkm

ale “ in Strafrecht, Z
StW

 88

（1976

）, S. 111.

（
32
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 110.

（
33
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 111-112.

　
（
一
九
九
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

二
〇
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

（
34
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 110.
（
35
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 114.
（
36
）　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 R
dnr. 20.

（
37
）　

B
G

H
St 22, 380.

（
38
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 68ff.

（
39
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 90.

（
40
）　

佐
川
友
佳
子
「
身
分
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
⑵
」
立
命
館
法
学
第
三
一
七
号
（
二
〇
〇
八
）
一
三
八
頁
。

（
41
）　

H
erzberg, a. a. O

.
（A

nm
. 31

）, S. 83f.

（
42
）　

H
erzberg, a. a. O

.

（A
nm

. 31

）, S. 84.

（
43
）　

R
oxin, a. a. O

.

（A
nm

. 29
）, §28 R

dnr. 45.

（
44
）　

H
ake, B

eteiligtenstrafbarkeit und „besondere persönliche M
erkm

ale “, 1994, S. 96; Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 

R
dnr. 16;　

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
河
・
前
掲
注
（
21
）
一
〇
四
頁
も
参
照
。

（
45
）　

西
田
典
之
﹃
共
犯
と
身
分
﹄（
成
文
堂
、
新
版
、
二
〇
〇
三
）
三
八
頁
参
照
。

（
46
）　

R
ubo, K

om
m

entar über das Strafgesetzbuch für das D
eutsche R

eich, 1879, §50 A
nm

. 2 u. 3; 

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
三
六－

三
七
頁
参
照
。

（
47
）　

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
五
六
頁
以
下
。

（
48
）　

B
elin

g, D
ie L

eh
re vom

 V
erbrech

en
, 1906, S

. 442.; L
iszt/S

ch
m

id
t, L

eh
rbu

ch
 d

es d
eu

tsch
en

 S
trafrech

t, 26. A
u

fl., 1932, S
. 347f.; F

ran
k, 

Strafgesetzbuch für das D
eutsche R

eich, 18. A
ufl., 1931, V

gl. S. 135; 

권
문
택, 

공
범
과 

신
분, 

형
사
법
강
좌
Ⅱ
（
총
론
下
）、
一
九
八
四
、
七
八
二
면
참
조
．

（
49
）　

K
rug, D

ie besondere U
m

stände der Teilnehm
er, Strafrecht. A

bh. H
eft 24, 1899, S. 70ff.; 

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
50
）　

R
edslob, D

ie persönliche E
igenschaften und V

erhältnisse, w
elche Strafbarkeit erhöhen oder verm

indern, dargestellt nach deutschem
 und 

französischem
 R

echt, Strafr. A
bh. H

eft 97, 1909, 14ff.; 

佐
伯
千
仭
「
共
犯
と
身
分
―
そ
の
問
題
史
的
概
観
―
⑴
」
法
学
論
叢
第
三
三
巻
三
号
（
一
九
三
五
）

四
三
六
頁
参
照
。

（
51
）　

Sauer, A
llgem

eine Strafrechtslehre, 2. A
ufl., 1949, S. 195.

（
52
）　

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
一
〇
八
頁
。

　
（
二
〇
〇
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

二
〇
一

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

（
53
）　

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
一
〇
九
頁
。

（
54
）　

B
G

H
St. 6, 260ff; B

G
H

St. 8, 70ff; B
G

H
St. 8, 205ff.

（
55
）　

R
oxin, a. a. O

.

（A
nm

. 29

）, §28 R
dnr. 36;　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 R
dnr. 10; F

ischer, Strafgesetzbuch und 

N
ebengesetze, 55. A

ufl., 2008, §28 R
dnr. 6a; H

ake, a. a. O
.

（A
nm

. 44

）, S. 100; E
bert, Strafrecht, A

llgem
einer Teil, 2. A

ufl., 1993, S. 189; G
ropp, 

Strafrecht, A
llgem

einer Teil, 3. A
ufl., 2005, §10 R

dnr. 111ff; K
ühl, Strafrecht, A

llgem
einer Teil, 6. A

ufl., 2008, §20 R
dnr. 154; W

eber, B
aum

an/ 

W
eber/ M

itsch, Strafrecht, A
llgem

einer Teil, L
ehrbuch, 11. A

ufl., 2003, §32 R
dnr. 9; W

elzel, Z
ur System

atik der T
ötungsdelikte, JZ

 1952, S. 75; 

H
aft, Strafrecht, A

llgem
einer Teil, 9. A

ufl., 2004, S. 211.

（
56
）　

B
G

H
St. 22, 375; B

G
H

St. 23, 394; B
G

H
St. 23, 103

（105

）; B
G

H
St. 25, 287

（290

）; B
G

H
, N

StZ
 1981, S. 299; B

G
H

, N
JW

 1994, S. 271

（272

）.

（
57
）　

十
河
・
前
掲
注
（
21
）
九
六
頁
参
照
。

（
58
）　

Schönke/Schröder, C
ram

er/H
eine, a. a. O

.

（A
nm

. 27

）, §28 R
dnr. 20.

（
59
）　

R
udolphi/H

orn/Sam
son, System

atischer K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, B
d. I, A

T, 3. A
ufl., 1981, S. 206.

（
60
）　

坂
本
武
志
「
判
解
」
法
曹
会
﹃
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
篇　

昭
和
四
二
年
度
﹄（
法
曹
会
、
一
九
六
八
）
五
二
頁
。

（
61
）　

川
端
博
﹃
共
犯
論
序
説
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
）
一
二
七－

一
二
八
頁
。

（
62
）　

西
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
七
一
頁
注
5
。

（
63
）　

十
河
・
前
掲
注
（
21
）
二
九
八
―
二
九
九
頁
。

（
64
）　

木
村
・
前
掲
注
（
19
）
一
五
七
頁
、
四
二
六
頁
。

（
65
）　

平
野
龍
一
﹃
刑
法
総
論
Ⅱ
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
）
三
七
二
頁
。

（
66
）　

東
京
高
判
平
成
一
〇
年
三
月
二
五
日
高
刑
速
報
平
成
一
〇
年
五
〇
頁
、
十
河
・
前
掲
注
（
21
）
三
〇
〇
頁
。

（
67
）　

東
京
地
判
昭
和
六
二
年
九
月
三
日
判
時
一
二
七
六
号
一
四
三
頁
、
十
河
・
前
掲
注
（
21
）
二
九
九
頁
参
照
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
が
示
し
た
「
独
立
し
た
犯
罪
成

立
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
主
観
的
要
素
」
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
目
的
は
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
、
つ
ま
り
故
意
の
よ
う
な
主
観
的
不
法

要
素
と
し
て
機
能
し
、
目
的
は
身
分
で
は
な
く
、
犯
行
主
体
と
な
る
た
め
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
と
し
て
の
「
正
犯
標
識
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。

（
68
）　

前
田
雅
英
﹃
刑
法
総
論
講
義
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
三
版
、
二
〇
〇
四
）
四
四
一－

四
四
二
頁
、
大
塚
仁
﹃
刑
法
概
説
（
総
論
）﹄（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
）

　
（
二
〇
一
）
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二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

三
二
九
頁
注
（
2
）、
山
中
・
前
掲
注
（
18
）
九
四
二
頁
。

（
69
）　

曽
根
威
彦
﹃
刑
法
の
重
要
問
題
（
総
論
）﹄（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
五
）
三
六
四
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
68
）
四
四
一
頁
参
照
。

（
70
）　

さ
ら
に
、
西
田
教
授
は
、
構
成
的
か
加
減
的
か
と
い
う
区
別
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
該
要
素
の
法
的
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
作
用
を
決
定
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

継
続
性
は
、「
身
分
」
の
要
件
で
は
あ
り
え
ず
、
動
機
や
目
的
等
の
一
時
的
心
理
状
態
も
、
犯
罪
論
体
系
上
、
そ
れ
が
、
行
為
の
法
益
侵
害
性
を
左
右
す
る
違
法
要
素

で
あ
れ
ば
、
一
項
の
「
身
分
」
と
し
て
連
帯
的
に
、
行
為
者
に
対
す
る
責
任
非
難
と
の
み
関
係
す
る
要
素
で
あ
れ
ば
、
二
項
の
「
身
分
」
と
し
て
個
別
的
に
作
用
す

る
と
し
て
い
る
。 
西
田
・
前
掲
注
（
45
）
一
六
九－

一
七
〇
頁
参
照
。

（
71
）　

木
村
・
前
掲
注
（
19
）
一
五
六－

一
五
七
頁
。

（
72
）　

な
お
、
一
項
お
よ
び
二
項
を
通
し
て
身
分
犯
を
義
務
犯
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
高
橋
則
夫
「
共
犯
と
身
分
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
﹃
刑

法
基
本
講
座
第
四
巻　

未
遂
／
共
犯
／
罪
数
論
﹄（
法
学
書
院
、
一
九
九
二
）
一
七
二
頁
。

（
73
）　

川
端
博
﹃
刑
法
総
論
講
義
﹄（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
六
）
五
八
四－

五
八
五
頁
。

（
74
）　

山
中
・
前
掲
注
（
18
）
九
四
二
頁
。

（
75
）　

福
田
平
「
麻
薬
取
締
法
六
四
条
二
項
の
﹃
営
利
の
目
的
﹄
は
刑
法
六
五
条
二
項
に
い
う
身
分
に
あ
た
る
か
」
警
察
研
究
三
九
巻
八
号
（
一
九
六
八
）
一
二
七
頁
。

（
76
）　

前
田
・
前
掲
注
（
68
）
四
四
二
頁
。

（
77
）　

성
시
탁
、
전
게
주
（
1
）、
六
六
면；

권
문
택
、
공
범
과 

신
분
、
형
사
법
강
좌
Ⅱ
총
론
（
하
）、
一
九
八
四
、
七
八
三
면
；同
じ
趣
旨
と
し
て
신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、

六
七
九
면
이
하
で
は
、刑
法
三
三
条
が
中
核
と
す
る
も
の
は
「
身
分
関
係
」
で
あ
り
、こ
の
身
分
関
係
は
「
身
分
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
点
で
多
少
の
持
続
的
な
要

素
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
常
習
性
の
よ
う
な
持
続
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
人
的
状
態
は
身
分
関
係
に
含
ま
れ
る
が
、
一
時
的
な
状
態
は
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
身
分
関
係
の
定
義
を
可
能
な
限
り
縮
小
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、「
特
別
な
人
的
状
態
」
と
は
持
続
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
事
情
の
み
を

含
む
と
す
る
の
で
あ
る
。

（
78
）　

이
형
국
、
전
게
주
（
3
）、
三
一
九
면；

이
재
상
、
전
게
주
（
1
）、
四
九
五
면；

배
종
대
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
一
、
五
六
九
면；

서
거
석
、
공
범
과 

신
분
에 

관
한 

고
찰
、
전
북
대
논
문
집 

제
二
八
집
、
一
九
八
六
、
一
六
면
．

（
79
）　

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
八
면；

이
재
상
、
전
게
주
（
1
）、
四
九
五
면；

이
형
국
、
전
게
주
（
3
）、
三
一
九
면；

백
형
구
、
전
게
주
（
1
）、
一
一
七
면；

진

계
호
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
〇
、
三
六
六
면；

박
상
기
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
五
、
四
七
〇
면；
박
양
빈
、
공
범
과 

신
분
、
월
간
고
시
（
一
九
九
三
・
三
）、
一
三
七
면
．

（
80
）　
「
前
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
前
三
条
と
は
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
、
共
同
正
犯
を
い
う
。 　

（
二
〇
二
）
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念
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〇
三

同
志
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六
二
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一
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（
81
）　

김
일
수
、
형
법 

제
三
三
조
、
고
시
계
（
一
九
九
〇
・ 

七
）、
一
二
七
면
．

（
82
）　

김
일
수
、
형
법
총
론
Ⅱ 

개
정
판
、
一
九
九
七
、
三
六
二
면；

정
성
근
・
박
광
민
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
五
、
二
八
六
면 

이
하 

참
조
．

（
83
）　

정
성
근
、
형
법
상
의 

신
분
（
상
）、
고
시
연
구
（
一
九
八
六
・
五
）、
二
〇
면
．

（
84
）　

차
용
석
、
공
범
과 

신
분
、
고
시
연
구
（
一
九
八
六
・
五
）、
二
四－

二
五
면
．

（
85
）　

김
일
수
、
전
게
주
（
81
）、
一
二
八
면
．

（
86
）　

염
정
철
、
공
범
과 

신
분
의 

법
적
구
조
에 

관
한 

연
구
、
동
국
대
박
사
학
위
논
문
、
一
九
七
四
、
一
八
三
면
이
하
．

（
87
）　

전
병
식
、
목
적
범
의 

목
적
과 

형
법
상 

신
분
、
대
법
원
판
례
해
설 

제
二
二
호
（
一
九
九
五
）、
六
一
一
면
참
조
．

（
88
）　

박
상
기
、
형
법
각
론
、二
〇
〇
二
、六
九
一
면；

진
계
호
、
형
법
각
론
、二
〇
〇
〇
、八
一
二
면；

배
종
대
、
형
법
각
론
、八
二
九
면；

김
일
수
／
서
보
학
、
형
법
각
론
、九

〇
九
면；

신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、
六
八
〇
면
．

（
89
）　

손
동
권
、
공
범
과 

신
분
에 
관
한 

연
구
、
정
성
근 

화
갑
기
념
논
문
집
、
공
범
론
과 

형
사
법
의 

제
문
제
（
상
권
）、
一
九
九
七
、
二
七
五
면
．

（
90
）　

배
종
대
、
전
게
주
（
88
）、
八
三
〇
면；

同
じ
趣
旨
と
し
て
오
영
근
、
형
법
총
론
、
六
四
五
면 

주
（
1
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
通
じ
て
非
難
可
能
な
一
人
は

処
罰
で
き
る
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
の
人
を
処
罰
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
被
害
よ
り
、
よ
り
大
き
い
被
害
を
社
会
に
及

ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
強
く
批
判
し
て
い
る
。

（
91
）　

신
동
운
、
판
례
백
선 

형
법
총
론
、
一
九
九
八
、
五
八
一
면
．

（
92
）　

배
종
대
、
전
게
주
（
88
）、
八
三
〇
면
．

（
93
）　

오
영
근
、
전
게
주
（
90
）、
六
四
四
면
．

（
94
）　

김
성
돈
、
형
법
총
론
、
二
〇
〇
六
、
七
八
〇
면 

이
하
．

（
95
）　

대
판 

一
九
九
四
．
一
二
．
二
三
．
九
三
도
一
〇
〇
二
．

（
96
）　

이
재
상
、
전
게
주
（
1
）、
四
九
五
면；

신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、
六
八
〇
면；

오
영
근
、
전
게
주
（
3
）、
六
四
四－

六
四
五
면；

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四

六
八
면
．

（
97
）　

Johannes W
essels/W

erner B
eulke, Strafrecht, A

llgem
einer Teil, 31.A

ufl.,2001, R
dnr.139.

（
98
）　

Schönke/Schröder, L
enckner/C

ram
er/E

ser/Stree/H
eine/P

erron/Sternberg-L
ieben, StG

B
, 26.A

ufl., 2001, R
dnr.56.

（
99
）　

O
tto T

riffterer,Ö
sterreich

isch
es S

trafrech
t A

T, 2.A
u

fl., 1994, S
.52; H

an
s-H

ein
rich

 Jesch
eck/T

oh
m

as W
eigen

d
, L

eh
rbu

ch
 d

es S
trafrech

ts 

　
（
二
〇
三
）
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A
llgem

einer Teil, 5.A
ufl., 1996, S.240; 

김
일
수
、
한
국
형
법
Ⅰ 

개
정
판
、
一
九
九
六
、
四
五
九
면.

（
100
）　

O
tto T

riffterer, a. a. O
.

（A
nm

.99

）, S.51; H
ans-H

einrich Jescheck/Tohm
as W

eigend, a. a. O
.

（A
nm

.99

）, S240; H
ans W

ezel, D
as D

eutsche 

Strafrecht, 11.A
ufl., 1969, s. S.62.

（
101
）　

Johanes W
essels/W

erner B
eulke, Strafrecht A

llgem
einer Teil, 35.A

ufl., 2005, S.204 

も
同
じ
趣
旨
と
し
て
、「
行
為
関
連
的
な
不
法
標
識
を
客
観
的
構
成

要
件
標
識
と
同
一
視
し
、
行
為
者
関
連
的
な
人
的
（persönlich

）
標
識
を
主
観
的
構
成
要
件
標
識
と
同
一
視
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
102
）　

신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、
六
八
〇
면；

박
상
기
、
전
게
주
（
79
）、
四
六
九
면
이
하；

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
七
면；

이
형
국
、
전
게
주
（
3
）、
三
一

九
면；

오
영
근
、
전
게
주
（
3
）、
六
四
四
면
．

（
103
）　

신
동
운
、
전
게
주
（
1
）、
六
八
〇
면
．

（
104
）　

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
八
면
．

（
105
）　

오
영
근
、
전
게
주
（
3
）、
六
四
四
면
．

（
106
）　

前
掲
注
（
95
）
参
照
。

（
107
）　

오
영
근
、
전
게
주
（
3
）、
六
四
五
면
．

（
108
）　

そ
の
他
、
박
상
기
、
전
게
주
（
79
）、
四
七
〇
면；

이
재
상,

﹃
一
九
九
五
년
도 

형
사
판
례
회
고
﹄、
형
사
판
례
연
구
四
、
四
一
九
면；

이
형
국
、
전
게
주
（
3
）、

三
一
九
면；

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
八
면
．

（
109
）　

こ
の
よ
う
な
趣
旨
と
し
て
김
일
수
・
서
보
학
、
형
법
총
론 
제
一
一
판
、
二
〇
〇
六
、
二
四
六
면
。

（
110
）　

김
일
수
、
전
게
주
（
82
）、
三
六
二
면
で
は
、「
一
般
的
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
故
意
や
、
特
別
な
主
観
的
不
法
要
素
で
あ
る
目
的
な
ど
は
、
行
為
関
連
的
で
あ
る

か
ら
身
分
概
念
に
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
為
関
連
的
な
標
識
は
、
制
限
従
属
形
式
に
よ
っ
て
共
犯
に
帰
属
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
じ
趣

旨
と
し
て
、
정
성
근
、
형
법
총
론
、
一
九
九
六
、
五
九
九
면
。

（
111
）　

손
동
권
、
공
범
과 

신
분
에 

관
한 

연
구
、
공
범
론
과 

형
사
법
의 

제
문
제
（
상
권
）、
정
성
근 

교
수 

화
갑
기
념
논
문
집
、
一
九
九
七
、
二
七
三
면
이
하
．
ま
た
二
七
五

項
で
は
「
刑
罰
を
根
拠
付
け
る
人
的
要
素
は
、
行
為
関
連
的
な
場
合
に
は
第
三
三
条
の
身
分
に
当
た
ら
ず
、
従
属
性
理
論
に
よ
っ
て
⋮
⋮
共
犯
は
正
犯
に
従
属
し
、
犯

罪
が
成
立
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
112
）　

정
성
근
・
박
광
민
、
형
법
총
론 

제
二
판
、
二
〇
〇
五
、
五
六
二
면；

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
四
六
면；

김
일
수
、
전
게
주
（
82
）、
三
三
七
면
、
三
五
四
면
．

（
113
）　

O
tto T

riffterer, a. a. O
.

（A
nm

.99

）, S.390

で
は
「
共
犯
の
無
価
値
は
、
本
来
、
正
犯
の
無
価
値
か
ら
惹
起
さ
れ
る
か
ら
、
共
犯
の
可
罰
性
に
お
い
て
特
別
な
不

　
（
二
〇
四
）
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法
標
識
が
共
犯
に
存
在
す
る
か
否
か
の
問
題
は
重
要
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
標
識
が
正
犯
に
存
在
し
、
共
犯
は
そ
れ
に
対
す
る
認
識
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で

足
り
る
」
と
し
、
ま
た
同
じ
趣
旨
と
し
て H

ans-H
einrich Jescheck/Tohm

as W
eigend, a. a. O

.

（A
nm

.99

）, S.321

も
「
教
唆
と
幇
助
の
場
合
、
主
観
的
構
成

要
件
標
識
は
正
犯
に
存
在
し
、
共
犯
は
そ
の
点
を
認
識
す
れ
ば
足
り
る
」
と
し
て
い
る
。

（
114
）　

G
ünter Jakobs, Strafrecht A

llgem
einer Teil, 2.A

ufl., 1991, 23.A
bschn. R

dnr.16 

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
の
性
質
を
「
主
観
的
標
識
の
一

身
専
属
性
（H

öchstpersönlichkeit

）」
と
も
表
現
し
て
い
る
。

（
115
）　

た
だ
、
行
為
関
連
的
で
あ
る
も
の
が
、
す
べ
て
主
観
的
で
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
116
）　

H
ans W

ezel, a. a. O
.

（A
nm

.100

）, S.62.

（
117
）　

H
ans-H

einrich Jescheck/Tohm
as W

eigend, a. a. O
.

（A
nm

.99

）, S.240.

（
118
）　

H
ans W

ezel, a. a. O
.

（A
nm

.100

）, S.100.

（
119
）　

不
法
は
、
常
に
、
あ
る
特
定
の
行
為
者
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
120
）　

H
ans W

ezel, a. a. O
.

（A
nm

.100
）, S.100.

（
121
）　

H
ans-H

einrich Jescheck/Tohm
as W

eigend, a. a. O
.

（A
nm

.99

）, S.240ff.

（
122
）　

イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
西
原
春
夫
監
訳
﹃
ド
イ
ツ
刑
法
総
論
・
第
五
版
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
九
）
一
七
四
頁
。

（
123
）　

イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
・
前
掲
注
（
122
）・
一
七
四－

一
七
五
頁

（
124
）　

김
일
수
，
전
게
주
（
82
），
三
六
二
면；

ま
た
同
じ
趣
旨
と
し
て
정
성
근
・
박
광
민
，
전
게
주
（
112
），
五
八
六
면
以
下
で
は
「
単
に
行
為
に
関
連
し
た
行
為
関
連
的

標
識
（tatbezogene M

erkm
ale

）
は
、
そ
れ
が
人
的
不
法
と
の
不
可
欠
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
誰
に
で
も
存
在
し
う
る
よ
う
な
一
般
的
要
素
に

当
た
る
か
ら
、
身
分
と
は
な
り
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
故
意
、
目
的
、
傾
向
、
動
機
、
承
諾
殺
人
罪
で
の
承
諾
、
不
法
領
得
意
思
、
行
為
状
況
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

（
125
）　

임
웅
、
전
게
주
（
1
）、
四
六
八
면
．

（
126
）　

H
ans W

ezel, a. a. O
.

（A
nm

.100

）, S.77ff.

（
127
）　

Jürgen W
olter, O

bjektive und personale Z
urechnung von V

erhalten, G
efahr und V

erletzung in einem
 funktionalen Straftatsystem

, 1981, 

S.153.

（
128
）　

김
성
돈
、
전
게
주
（
94
）、
七
八
〇
면
．

　
（
二
〇
五
）



主
観
的
要
素
と
身
分
概
念

�

二
〇
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
一
号

（
129
）　

加
減
的
身
分
犯
の
身
分
を
備
え
て
い
る
者
が
非
身
分
者
の
犯
行
に
共
犯
と
し
て
加
功
し
た
場
合
に
、
そ
の
身
分
者
で
あ
る
共
犯
の
処
理
問
題
は
こ
れ
と
は
別
個
の

問
題
で
あ
る
。

（
130
）　

김
일
수
・
서
보
학
、
전
게
주
（
109
）、
五
六
三
면
．

（
131
）　

이
재
상
、
전
게
주
（
1
）、
一
一
六
면 

참
조
．

（
132
）　

あ
る
い
は
、
客
観
的
行
為
者
要
素
と
も
い
う
。
身
分
犯
に
お
け
る
公
務
員
、
医
師
な
ど
の
よ
う
な
身
分
が
そ
れ
で
あ
る
。H

ans W
elzel

、a. a. O
.

（A
nm

. 100

）、

S. 100f.

（
133
）　

이
재
상
、
전
게
주
（
1
）、
一
一
六
면
．

（
134
）　

ド
イ
ツ
語
で
言
うT

äter
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
135
）　

こ
の
場
合
は
自
然
人
は
も
ち
ろ
ん
、
法
人
ま
で
含
ま
れ
る
。

（
136
）　

진
계
호
、
형
법
총
론
、
一
九
八
七
、
一
八
一－

一
八
二
면
．

（
137
）　

황
산
덕
、
형
법
총
론
、
一
九
八
三
、
七
六
면
．

（
138
）　

황
산
덕
、
전
게
주
（
137
）、
七
七
면
．

（
139
）　

황
산
덕
、
전
게
주
（
137
）、
七
九
면
．

　
（
二
〇
六
）


